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は じ め に 

 

 全国衛生行政研究会では、保健所等技術職の定着率と資質向上を目的として、行政医師

をはじめとした衛生行政に従事する職員を対象として研修を実施しており、平成２２年度

から保健所へ新たに配属された技術職に対する「保健所技術系職員研修」を、平成２３年

度から保健所及び保健センターの新任係長級・課長級職員を対象とした「保健所、保健セ

ンターの新任管理・監督職研修」を開催してきました。 

今年度も引き続いて、保健所へ新たに配属された技術職を対象とした「保健所技術系職

員研修」を７月２５日から２５日までの日程で、姫路市保健所において開催するとともに、

新任の管理・監督職を対象とした「保健所、保健センターの管理・監督職研修」を１１月

１１日から１２日までの日程で、川口総合文化センターにて開催しました。 

また、これまでの研修参加者を対象にフォローアップ研修として実施している全国衛

生行政研究会セミナーでは、「地域医療構想における在宅医療の充実」と「病床機能の

転換」についてをテーマとして取り上げ、１０月２２日に高知新聞放送会館を会場と

して開催し、約４０名と多数の参加がありました。 

加えて、行政医師の確保に関して、採用と育成に成果を挙げている自治体として、１月

１０日に名古屋市、２月１２日に札幌市を対象として、関係者に面接調査を行いました。 

 この報告書は、ご指導をいただいた先生方のご協力の下、調査研究の結果をとりまとめ

たものです。 

 皆様には、ご高覧いただき、業務等にご活用いただくとともに、忌憚のないご意見等を

いただければ幸いです。 

 今後とも、全国衛生行政研究会の活動等に、皆様方のご理解とご支援をよろしくお願い

申し上げます。 

 

全 国 衛 生 行 政 研 究 会  

会 長  逢 坂 悟 郎  
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保健所等技術職の定着率と資質向上に関する調査研究 

 

１．要 旨 

全国衛生行政研究会では、保健所等技術職の定着率と資質向上を目的として、行政医師

等の衛生行政に従事する職員を対象として各種研修を実施している。今年度は保健所へ新

たに配属された技術職に対する「保健所技術系職員研修」を姫路市で、保健所及び保健セ

ンターの新任係長級・課長級職員を対象とした「保健所、保健センターの新任管理・監督

職研修」を川口市で開催するとともに、これまでの研修参加者のフォローアップとして全

国衛生行政研究会セミナーを「地域医療構想における在宅医療の充実と病床機能の転換に

ついて」をテーマに開催した。 

 

２．目 的 

医師、獣医師、薬剤師等をはじめとする保健所の技術職員は、多くの自治体で採用が困

難であり離職率も高いのが現状であるが、技術職員の育成には自治体単独では困難な部分

がある。このため、キャリアパス上で特に重要な新任期及び管理・監督職昇格時に、技術

職員の政策形成能力の向上を図ることを目的として、施策シミュレーションを主体とした

研修会を継続して開催している。 

今年度は、保健所等における技術職の定着率と資質向上を目的として、①保健所へ新規

配属された技術職を対象とした「保健所技術系職員研修」と、②中堅となる新任係長級及

び課長級職員を対象とした「保健所、保健センターの新任管理・監督職研修」を開催した。

更に、過去の研修受講者へのフォローアップを目的として「地域医療構想における在宅医

療の充実と病床機能の転換について」をテーマに全国衛生行政研究会セミナーを開催した。 

加えて、技術職員の離職防止に必要な方策を明らかにするために、調査事業として離職

率の低い自治体を対象とした訪問調査を実施した。 

これらの事業によって、保健所等技術職の資質向上と離職防止に資することを目的とし

た。 
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３．定着率と資質向上を目指した研修 

 1) 対象と方法 

  ① 保健所技術系職員研修 

９県１０市から３０名の参加者を得て、７月２５日から２６日まで計１５時間の日程で、

姫路市保健所において研修会を開催した。参加者は、表１に示すとおりで、薬剤師、獣医

師の対物関係職種が参加者の過半数を占め、医師の参加は、指定都市と中核市からの２名

であった（表１）。 

表１ 新規採用職員研修参加者の内訳 

 医 師 保健師 薬剤師 獣医師 その他 

都道府県 ０ ６ ９ ３ ０ 

指定都市 １ ０ ０ １ ０ 

中 核 市 １ ２ ４ ２ １ 

 

 ② 保健所、保健センターの新任管理・監督職研修 

８市から８名の参加者を得て、１１月１１日から１２日まで計１３時間の日程で、川口

市において研修会を開催した。なお、参加者は、表２に示すとおりで、台風１９号による

豪雨災害から間近の開催となったため８名に留まった。（表２）。 

表２ 新任管理･監督職研修参加者の内訳 

 保健師 事務職 

都道府県 １ ０ 

指定都市 ４ ２ 

中 核 市 ０ １ 

 

2)  結果 

計画策定演習においては、新規配属職員研修は４テーマ（認知症対策・地域包括ケア、

がん予防・生活習慣病対策、感染症・食中毒対策、母子保健・子育て支援）、新任管理・監

督職研修を２テーマ（医療と介護の連携、地域で支える認知症対策）をグループ毎に設定

して、ニーズの抽出から目的設定、事業計画、実績評価まで施策立案におけるＰＤＣＡサ

イクルの流れに沿ってシミュレーションを行った。 

ミニレクチャーにおいては、保健所技術系職員研修では、法令解釈・権限行使及び議会
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対応、予算作成、災害時保健医療活動、危機管理の５項目について、保健所、保健センタ

ーの新任管理・監督職研修では、人事・労務管理、危機管理とマスコミ対応、災害時にお

ける保健医療活動の調整の３項目を行ったほか、記者会見を模したロールプレイを行った。 

 

 3) 考察 

各研修については、①自治体個別では実施が困難、②技術職に特化した研修である、③

研修の周知が進んだ等の理由が、自治体側からの研修派遣の動機となっている。本研修を

新人教育の一環と位置づけている自治体も多く、数少ない目的設定型アプローチに基づく

施策立案シミュレーションを体験する機会であることから、各自治体における保健所技術

職の定着率と資質向上に関する取り組みに資するよう引き続き創意工夫を重ねていきたい。 

 

 4) まとめ 

 各研修については、①自治体個別では実施が困難、②技術職に特化した研修である、③

研修の周知が進んだ等の理由が、自治体側からの研修派遣の動機となっている。本研修を

新人教育の一環と位置づけている自治体も多く、本研修を指定して予算化している自治体

も一定の割合で存在している。 

 このことから、各自治体における保健所技術職の定着率と資質向上に関する取り組みに

資するよう引き続き創意工夫を重ねていくとともに、より幅広い自治体から研修に参加し

てもらえるよう積極的な広報に努めていきたいと考える。 
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４．施策立案のシミュレーション研修の効果に関する調査 

 1) 対象と方法 

施策立案のシミュレーションは、当研究班のオリジナルプログラムであるが、これまで

も受講者アンケートの結果をフィードバックしながら研修内容に改善に努めている。この

結果、現在のプログラムは完成形に近いと考えているが、今後ともより効果な研修とする

べく研修参加者を対象に、研修受講前、受講中、受講後にアンケートを行い、研修受講に

よる意識の変化について調査した。なお、すべてのアンケートを提出した者は、保健所技

術系職員研修で３０名、保健所、保健センターの新任管理・監督職研修で８名の計３８名

であった。主な調査項目は、①所属自治体の各種計画認知度、②計画策定業務への関わり、

③計画策定業務に対するイメージ、④計画策定の目的､⑤ブレイクスルー思考に基づく施策

シミュレーション研修に関する認識、⑥ブレイクスルー思考による計画策定の状況、⑦各

基礎講義の必要性等であった。 

 

2) 結果 

・計画策定に対する意識 

受講前は、「大変そう、難しそう」、「新人の仕事ではなさそう」という回答が多く、「楽

しそう、面白そう」という者の割合は少なかったが、研修が進むにしたがって変化し、受

講後では、「大変そう、難しそう」と答えた者の割合が増加して、施策立案の難しさが正し

く理解されていったと考えられる（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 大変そう、難しそう 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修後

研修中

研修前

そう思う そうは思わない 分からない
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図２ 楽しそう、面白そう 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修後

研修中

研修前

そう思う そうは思わない 分からない

図３ 新人の仕事ではなさそう 

その一方で、「楽しそう、面白そう」とした者の割合は大幅に増加し、「新人の仕事では

なさそう」とした者の割合が大幅に減少した（図２、３）ことから、施策立案に積極的に

取り組んでいく方向に意識が変化したと考える。 

 

・健康増進計画の認知度 

健康日本２１及び所属自治体の健康増進計画に認知度について尋ねたところ、健康日本

２１に関しては、ある程度理解している者を含めても５割に届かず、非常に認知度が低か

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修後

研修中

研修前

そう思う そうは思わない 分からない
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った。特に、新任者において説明できると答えた者は、６．７％（２名）に過ぎなかった

（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 健康日本２１及び自治体健康増進計画の認知度 

 

・計画策定の意義 

ブレイクスルー思考に基づく計画策定の意義については、「効果的な施策立案」（図５）、

「効率的な行政運営」（図６）、「予算の獲得」（図７）「住民への説明責任」（図８）、「他自

治体との比較」（図９）というすべての項目において、肯定的に捉える者の割合が増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

図５ 計画策定の意義と効果的な施策立案 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治体計画

健康日本21

説明できる 何となく分かる 見たことがある

名前は聞いた 初めて聞いた

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修後

研修中

研修前

そう思う そうは思わない 分からない
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図６ 計画策定の意義と効率的な行政運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 計画策定の意義と予算の獲得 
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図８ 計画策定の意義と住民への説明責任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 計画策定の意義と他自治体との比較 

 

・計画策定への関与 

計画策定への関与の希望については、「積極的に関与したい」、「興味がある」と肯定的な

回答をした者の割合が増加し、逆に消極的な回答をした者の割合は減少した。また、「まっ

たくない」と否定的な回答をした者はいなかった（図１０）。 
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研修中
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そう思う そうは思わない 分からない
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図１０ 計画策定への関与の希望 

 

3) 考察 

この結果、計画策定に関する意識について、「大変そう、難しそう」、「楽しそう、面白そ

う」、「新人の仕事ではなさそう」の３項目すべてで、参加者全員に意識の変化が見られた。

また、計画策定の意義についても、「効果的な施策立案」、「効率的な行政運営」、「予算の獲

得」、「住民への説明責任」、「他自治体との比較」という質問した５項目のすべてにおいて

正確な理解が得られた。 

その結果として、計画策定への関与の希望についても、参加者のすべてにおいて、より

肯定的な捉え方となる意識の変化が見られた。今年度の研修は参加者が少なく、スタッフ

によるフォローが行き届いたため、意識変容に繋がったと考えられた。 

２日間で計１３～１５時間という短時間での研修であるが、その主体は大半がグループ

ワークで構成されており、研修の主眼である目的設定型の施策立案に対する参加者の理解

が深まったと考える。 

 

4) まとめ 

目的設定型アプローチに基づく施策立案シミュレーションを経験することは、施策立案

に携わっていない新人職員において、その面白さを疑似体験できる貴重な機会であるとと

もに、ブレイクスルー手法を学ぶ貴重な機会でもあると考えられる。衛生行政分野におい

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修後

研修中

研修前

積極的に関与 興味はある あまりない まったくない 分からない
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ては、未だ計画策定においてブレイクスルー手法が用いられている事例は少ないが、今後、

研修参加者が計画策定に関わることにより、自治体の積極的な取り組みが増えると期待さ

れる。 
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５．全国衛生行政研究会セミナー 

1) 対象と方法 

これまでの研修参加者に対するフォローアップの目的として、１０月２２日に高知市に

おいて、「地域医療構想における在宅医療の充実と病床機能の転換について」をテーマとし

て、「在宅医療の充実」と「病床機能の転換」に関する講演２題と各ブロックからの報告及

び情報交換からなる全国衛生行政研究会セミナーを開催し、４０名の参加があった。 

 

 2) 結果と考察 

セミナーでは、在宅医療の充実に関する講演では、多くの保健所で在宅医療に対する現

状把握やデータ活用ができていない現状が示された。病床機能の転換に関する講演では、

回復期病床の開設と運用について具体的事例に基づく説明とともに、病院経営に対する効

果についても説明があった。 

各ブロックから地域医療構想調整を推進する上で課題となっている事例についての報告

があった。北海道ブロックからは、道東・道北における医療機関の集約化に関して、①広

域分散・寒冷積雪、②不便な地域公共交通、③公立・公的医療機関に依存する医療供給体

制、④小規模病院・少人数の医師に支えられる地域医療という特性による困難さが、関東

ブロックからは、都市近郊における病院の管外移転にともなう高度急性期機能の整備につ

いての調整、近畿ブロックからは、公立病院と公的病院の統合再編の検討に関する報告が

なされた。厚生労働省による再編統合など地域医療構想を踏まえた具体的対応方針の再検

証を要請する対象となる公立・公的４２４病院が公表された直後であり、活発な意見交換

がなされた。 

 

3) まとめ 

全国衛生行政研究会セミナーでは、「地域医療構想における在宅医療の充実と病床機能の

転換について」をテーマとしたが、地域医療構想調整会議の調整によって、在宅医療や回

復期医療の機能強化を実現するには至っておらず、対象となる自治体及び医療機関の理解

を得ることの難しさが改めて浮き彫りになった。 

調整会議での議論を具現化するためには、対象となる自治体及び医療機関が納得できる

具体的事例の集積が不可欠であり、これに必要な取り組みを継続していきたいと考える。

-12-



 

６．行政医師の確保と育成に関する調査 

1) 対象と方法 

行政医師の確保に関して、採用と育成に成果を挙げている自治体を選定し、１月１０日

に名古屋市保健所、２月１２日に札幌市保健所を対象として、関係者に面接調査を行った。 

 

2) 結果と考察 

 ① 名古屋市保健所 

図１１に近年の新規採用者数と中途退職者数の推移を示す。５年前までは中途退職者が

新規採用者を上回っていたが、近年は新規採用者の定着が進んでおり、定年退職者も含め

た行政医師の実数は、２０１６年度から増加に転じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 名古屋市保健所における新規採用者と中途退職者の年次推移 

 

ⅰ) 現在のような確保・育成対策を行うに至った経過 

名古屋市の公衆衛生医師には、毎年、応募者がいたものの、定着しないのが課題だった。

月 1 回保健所に集まって医師研究会を行っていたが、所長との相性や孤立感により、辞め

ていくことがわかったため、その解消に取り組んだ。 

 

ⅱ) 保健所をとりまく環境 

公衆衛生医師の減少に伴い、保健所長の要件を満たす医師の確保が難しくなり、１６区

の保健所を維持できなくなることが明白であった。１保健所１６保健センターの体制とす
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ることとしたが、議会等から、質を落とさないように、との要望があり、HP で募集する、

研修を行う等の対策を行うこととなった。 

 

ⅲ) 確保策 

ｱ) 人事上の方策 

＊定年の特例延長…平成 30 年度まで、最大 3 年の定年延長 

＊一般任期付採用…保健所 OB を採用 

ｲ) 大学との連携 

＊名古屋市立大学との連携…保健センター長が講義を行う（新人も連れて行き、意見

を言ってもらう）。保健所実習を受け入れる。 

＊医科系大学への働きかけ…リーフレットの配布 

ｳ) 医療機関・団体との連携 

＊名古屋市立病院との連携…保健所に興味のある医師の異動 

＊医師会との連携…一般任期付採用の案内 

ｴ) 広報 

＊募集パンフレットの採用…HP を見てもらえるように 

＊民間求人サイトを通じた広報…e-doctor 等 

＊名古屋市ウェブサイト…委託費を確保し、ホームページを作成（名古屋市の公式ホ

ームページとは別立てにして、スマホ等でも見やすい画面になるようにした。また、            

新人らがワークライフバランスを重要視していると聞き、その内容を充実させた。） 

＊関連ウェブサイト…厚労省、全国保健所長会等 

  

ⅳ) 育成策 

ｱ) 研修体制…最初の 1 年間は、中保健センターに配置し、それ以外に派遣先を設けた

（研修実施規定を作成し、他職員の理解を得、保健センター間の移動をしやすくした。） 

ｲ) 社会医学系専門医研修制度…名古屋市立大学の研修プログラムへ参加しているが、

必要性は現状では未知数 

ｳ) 集中研修…新人は、中保健センターへ集中配置し、医局のような環境を整えた。 

 

ⅴ) 定着策 
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ｱ) 給与面…初任給調整手当の特例（183,700 円→250,900 円） 

ｲ) 医師研究費…1 人あたり、毎年 208,000 円（書籍や出張等、比較的融通がきく。） 

ｳ) 自己研鑽に対する援助…大学病院等での従事、講演会の講師等、規制緩和・職務専

念義務免除 

ｴ) その他…結核研究所や保健医療科学院の出張費は、別途確保し、計画的に受講して

いる。 

 

ⅵ) 今後の予定 

現在の定数は、各保健センター２名（センター長と主幹級）であるが、今後は若手と課

長級（４０～４０歳代）の２名ずつ程度の募集ができればと考えている。 

・新人医師からの意見と感想 

＊ホームページを最初に見て、名古屋市に応募しようと思った。 

＊集中配置により、若手医師同士で気軽に相談しあえる環境があるのがよかった。 

＊他職種（特に事務方）に専門職の必要性を理解してもらうことが大切なのが、改めて

分かった。 

 

ⅶ) 調査担当者の考察 

保健所長をはじめとした医師職だけではなく人事担当の事務職も含めて専門職の必要性

を理解し、他の自治体の対策も参考にしながら出来うる限りの対策を実行に移していた。 

新規採用した医師の育成においても、先輩医師のみならず他職種も一丸となって、新人

を大切に育てようと配慮がなされていた。 

 

② 札幌市保健所 

図１２に近年の新規採用者数の推移を示す。年度によって増減はあるものの一定数の確

保ができているのみならず、近年は中途退職者も発生していない。 

 

ⅰ) 現在のような確保・育成対策を行うに至った経過 

札幌市は北海道内では地理的に有利な条件にあり、断続的に医師の応募があるため、人

事担当者は危機感を抱いていないが、採用後の明確なキャリアパスがなく、指導者（医師）

は育成に関して不安を抱いていた。 
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図１２ 札幌市保健所における新規採用者の年次推移 

 

ⅱ) 保健所をとりまく環境 

１０区の保健センターでは、医師が直接、乳幼児健康診査の業務に従事し、質の高い健

診を行ってきた一方で、保健所の業務とは、役割分担をしているという意識が強かった。 

５０・６０歳代が多い中、３０歳代の医師が入職するにあたり、現在のような人材育成

を始めることになった。 

 

ⅲ) 確保策 

＊保健所ホームページによる募集 

＊乳幼児健診に従事している非常勤医師からの就職 

＊大学等関係機関からの紹介…大学の講義の後に、学生との意見交換会を設け、若手医

師にも出席してもらう 

 

ⅳ) 育成策 

ｱ) 人事異動…保健センターにおける業務に慣れた後、保健所での本庁機能を経験する 

ｲ) 社会医学系専門医研修制度…カリキュラムに準じて、研修を行う 

ｳ) 勉強会等…医師同士で情報交換できる機会の確保、若手医師は隔週で勉強会 

ｴ) その他…指導者によるＯＪＴ 
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ⅴ) 定着策 

ｱ) 所内研修…行政職とともに初期研修を受講 

ｲ) 派遣研修…結核研究所、感染症研究所等、短期研修には派遣実績があるが長期研修

には派遣実績なし 

ｳ) 指導者による独自研修…疫学セミナー（ＦＥＴＰのプログラム、ＤＨＥＡＴ研修等

を参考にしたもの）、市議会対応や予算作成等 

ｴ) その他…産業医の資格取得のために必要な研修を受講 

 

ⅵ) 指導者の意見 

＊現在の若手の状況に興味をもつ医師もでてきたので、よかったのではないか。 

＊西日本豪雨の際には、若手医師を呉市へＤＨＥＡＴとして派遣し、よい評価をいただ

いたので、成果は出ているのではないか。 

 

ⅶ) 新人医師からの意見と感想 

＊入職してみると、臨床とは違った視点が持て、よかった。 

＊入職前の専門性を参考にできる部署に配属してもらえたので、今までの人脈等も生か

すことができる。 

 

ⅷ) 調査担当者の考察 

指導者は危機感をもって奮闘している様子がよく分かった。一方、人事担当者には医師

業務に対してより一層の理解を深めてもらい、危機感の共有を図ることが必要であると感

じた。 

 

3) まとめ 

今回調査の対象とした保健所は、いずれも指定都市の設置であり、人材確保に関しては

比較的恵まれた環境にあるため行政医師に対しては一定数の応募がある。しかし、行政医

師の定着にはキャリアパスを見据えた適切な育成方策が必要であり、両保健所においては

この点において充実した施策が採られており、このことが成果を挙げていると考えられる。 

特に名古屋市保健所においては、人事担当者とも行政医師確保に関する危機感の共有が

できており、他の自治体では困難とされる処遇改善策も積極的に取り入れられている。 
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行政医師の確保と定着においては、他分野と同等の処遇の確保とキャリアパスを見据え

た適切な育成方策の両者を必要であり。自治体内部で総務、人事担当者と行政医師の役割

に関する理解と行政医師確保における危機感の共有を図ることが重要であると考える。 
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令和元年度「保健所技術系職員研修」 

 

令和元年７月 25日～26日 

開催場所：姫路市保健所 

 

研修スタッフ 

 

タ ス ク フ ォ ー ス ：河本 幸子（岡山市保健所） 

 

嶋村 清志（滋賀県長浜保健所） 

 

松倉 知晴（富山県厚生部健康課） 

 

堀  祐子（姫路市健康福祉局生活援護室） 

 

堀田 昌子（兵庫県健康福祉部健康局医務課） 

 

毛利 好孝（たつの市） 
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番号 氏　　名 県・市・町 所属 役職 職種 性別 班

1 　品川　恭平 枚方市 保健所 技術職員 薬剤師 男 Ｃ

2 　服部　真依 四日市市 保健所衛生指導課 技師 薬剤師 女 Ｂ

3 　林田　優希 明石市 保健所予防課感染症対策係 保健師 保健師 女 Ｄ

4 　島本　章義 兵庫県 芦屋健康福祉事務所 環境衛生監視員 薬剤師 男 Ａ

5 　大林　裕典 兵庫県 丹波健康福祉事務所 職員 薬剤師 男 Ｂ

6 　野尻　麻友 富山県 新川厚生センター魚津支所 保健師 保健師 女 Ｄ

7 藤本　弘一郎 松山市 保健所 医監 医師 男 Ｃ

8 　小島　千穂 兵庫県 朝来健康福祉事務所 職員 保健師 女 Ｃ

9 　中嶋　真梨 宮崎県 延岡保健所 技師 薬剤師 女 Ｂ

10 　　高橋　学 高知県 幡多福祉保健所 技師 獣医師 男 Ａ

11 　　林　奈保 高知県 須崎福祉保健所 主査 薬剤師 女 Ｂ

12 　小松　嗣典 高知県 中央西福祉保健所 技師 薬剤師 男 Ｃ

13 　別役　信乃 高知県 中央西福祉保健所 主幹 獣医師 女 Ｄ

14 　磯部　綾子 静岡県 中部健康福祉センター 技師 薬剤師 女 Ｃ

15 志野　まなみ 奈良県 中和保健所 技師 保健師 女 Ａ

16 　村上　鈴果 奈良県 中和保健所 技師 保健師 女 Ｂ

17 三ツ井　里奈 奈良県 中和保健所 技師 薬剤師 女 Ｃ

18 　中山　昂太 福井県 若狭健康福祉センター 薬剤師 薬剤師 男 Ｄ

19 　松村　伊悟 福井県 奥越健康福祉センター 保健師 保健師 男 Ｂ

20 本田　ゆりか 福井県 奥越健康福祉センター 保健師 保健師 女 Ａ

21 加賀野井祐一 長野県 伊那保健福祉事務所食品・生活衛生課 薬剤師 薬剤師 男 Ｄ

22 石田　侑里香 和歌山市 中保健センター 技師 保健師 女 Ｃ

23 　白石　慎冶 姫路市 保健所食肉衛生検査センター 技師 獣医師 男 Ｂ

24 　橋本　朋美 姫路市 保健所食肉衛生検査センター 技師 獣医師 女 Ｃ

25 　　冶田　希 姫路市 保健所予防課 看護師 看護師 女 Ａ

26 　　池川　隆 浜松市 保健所浜北支所 主任 獣医師 男 Ｄ

27 　木村　香菜 名古屋市 中保健センター保健予防課 医師 医師 女 Ｂ

28 　　杉田　彩 下関市 保健所 技師 薬学 女 Ａ

29 　内海　博貴 千葉県 印旛健康福祉センター 技師 獣医師 男 Ａ

30 　　辻　智江 寝屋川市 保健所 薬剤師 薬剤師 女 Ｄ

令和元年度「保健所技術系職員研修」
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研修１日目（７月２５日：木曜日）
時刻 プログラム 研修内容 方法 主担当者 必要な時間 420
10:00 10

10:10 10 10

10:20 ＭＬ 毛利 10 30
ＳＧＤ ＴＦ 10
ＰＬＳ 毛利 10

10:50 ＭＬ 河本 10 60

ＳＧＤ ＴＦ 50

11:50

12:50 40 40

13:30 30

14:00 業務別にみたニーズとディマンド ＭＬ 河本 10 50
１．感染症・食中毒対策(人畜共通感染症を含む)
２．がん予防・生活習慣病対策
３．母子保健・子育て支援
４．認知症対策・地域包括ケア
など ＳＧＤ ＴＦ 40

14:50 10
15:00 ＭＬ 毛利 5 30

ＳＧＤ ＴＦ 10
ＰＬＳ 毛利 15

15:30 業務別にみた事業目標の設定 ＭＬ 河本 20 80
１．感染症・食中毒対策(人畜共通感染症を含む)
２．がん予防・生活習慣病対策
３．母子保健・子育て支援
４．認知症対策・地域包括ケア
など ＳＧＤ ＴＦ 60

16:50 10
17:00 70

18:10 30

18:40 10

研修２日目（７月２６日：金曜日）
時刻 プログラム 研修内容 方法 主担当者 必要な時間 450
9:00 5

9:05 40

9:45 20

10:05 10
10:15 具体的な事業を業務別に設定 75 75

１．感染症・食中毒対策(人畜共通感染症を含む)
２．がん予防・生活習慣病対策 ＳＧＤ ＴＦ
３．母子保健・子育て支援
４．認知症対策・地域包括ケア
など

11:30 40 40

12:10

13:10 60 60

ＰＬＳ 松倉

14:10 40 40

14:50 10
15:00 20

15:20 具体的な評価指標を業務別に設定 60 60
１．感染症・食中毒対策(人畜共通感染症を含む)
２．がん予防・生活習慣病対策 ＳＧＤ ＴＦ
３．母子保健・子育て支援
４．認知症対策・地域包括ケア
など

16:20 60 60

ＰＬＳ 嶋村

17:20 25 25

17:45 5

ＰＬＳ：全体会議
ＳＧＤ：グループ討議
ＭＬ：講義

ニーズ（総論編） 保健所業務は何のため　～ニーズとディマンド～

休憩

昼食
60

基礎講義① 法律の解釈と権限の行使 ＭＬ 毛利

基礎講義⑤

基礎講義④ 災害時保健医療活動

堀田

保健所技術系職員研修（新任者研修）　日程表(開催場所：姫路市保健所)

基礎講義② 予算のできるまで ＰＬＳ 毛利 30

5

松倉

20

毛利

毛利

保健所と危機管理

20評価指標の設定と測定

具体的な事業設定（方略）の全体発表

昼食

10河本

嶋村

休憩

ＳＧＤ

ＰＬＳ

明日の説明、第１日目の評価票記入

あいさつ・スタッフ紹介・プレアンケート

基礎講義③

前日の参加度を評価

目標設定

開会式

アイスブレーキング

グループ別自己紹介

ニーズ（各論編）

河本

ニーズ（総論編） 保健所業務は何のため　～ニーズとディマンド～ ＰＬＳ

事業目標の設定（全体発表）

河本

地球攻略－宇宙船を着陸せよ－

ＭＬ 毛利

ＰＬＳ

松倉

ＭＬ

議会の役割と対応

毛利

ＰＬＳ

休憩

業務別に作成した計画の総合的な発表

修了証書の交付

5

70

閉会式 ＰＬＳ

ＭＬ

60

第２日目の評価票記入

戦略策定

ＭＬ

戦略策定

戦略策定

実績評価

目標、方略、評価を含めた
計画策定の総合発表

休憩

実績評価

事業の組み立て方

ふり返り

毛利

40

10

ＰＬＳ

戦略マップ 保健所事業の目指すところ

目標設定
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ニーズとディマンド １／１ 

ニーズとディマンド 

 

目的 

○保健事業の成果として目指すものや保健事業に求めるもの、保健事業のあり方などについ

て、各グループメンバーの考えを相互理解する。 

○上記メンバーの考えを相互理解したうえで、グループとしての意思統一を図る。 

○今後展開されるプログラム（目標設定・戦略目標）への準備・基礎作業とする。 

 

 

グループディスカッションの内容 

保健事業に関わる全てのステークホルダー（※）から見た、事業の目的、具体的な目標、保

健所に求めるもの、保健事業で得られるもの、保健事業の成果によってどうなってほしい等の

項目を列挙し、整理する。 

※ 全てのステークホルダーとは、地域住民、行政機関、医療機関、営業者、医療保険者な

ど、地域住民の健康の保持・増進に関わる人々や関係機関を指す。 

 

 

方法 

１．グループ内で、司会進行、発表係と書記係の計３名を決定する。 

２．各個人がこれまでの業務上の経験、現在の現場の状況から、できるだけたくさんポストイ

ットに記入する。 

３．グループ内で話し合いながら、各自が書いたポストイットを、模造紙に貼る。 

４．グループ内で話し合いながら、似たものをまとめてグルーピングする。 

５．グルーピングしたものにそれぞれタイトルを付ける（キーワードの抽出）。 

６．各グループの保健所名を決める。ユニークな保健所名を１つ考え、模造紙に書く。 

 

 

☆注意点 

・１枚のポストイットには、項目１つのみ記載する。 

・主語（誰が）を、明記する。 

・少数意見も必ず残す（怪しげな意見であっても）。 

・誰が読んでも理解できるように、具体的な内容を書く。 

・少し離れた場所から見えるように、大きな文字で書く。 
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戦略マップ １／１ 

戦略マップ 

～「２０２５年問題」へ対応するための地域における戦略マップ～ 

 

目的：団塊の世代が後期高齢者となり、医療・介護の需要が激増すると予測される２０２５

年問題に対応するために、これまでの経験を踏まえて保健所、保健センターの管理・監督職

という立場を念頭におきながら、２０２５年問題へ対応

するために実行すべきことは何なのかを考え、実行後に

おける地域の姿をマップに投影する。 

 

スケジュール： 

 ５分 オリエンテーション        

 ５分 個人毎の戦略マップをＡ４用紙に作成する 

 ５分 グループで１枚の戦略マップを同様に作成する 

１５分 グループ（発表２分）による発表 

 

方法： 

 グループに分かれる。司会進行係、書記係、全体発表における発表係を決める。 

※プログラムごとに原則的にグループワークをする。 

その際に司会進行係、書記係、全体発表における発表係の３係（一人１係）を決める。 

そして、プログラムごとに係をかえる。 

 

 

 

 

戦略マップ 
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目標設定 １／３ 

計画策定のプロセス 

 

 

 

必 要     要 求 

 

     ニーズ 

制 約 

 

目 標 

  

 

     住 民   行 政 

評 価                 方 略 

方法・資源 

(事業実施) 
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目標設定 ２／３ 

計画策定の要素 

［計画策定の要素］ 

  計画の策定にあたり重要なことは達成すべき内容の量や質が計画終了時に期待される成果と関連

していなければならない点である。 

 

① 通常期待される効果は、一般目標としてステークホルダーに明示される。 

② 観察可能な具体的行動、つまり行動変容の結果だけでなく、結果として生じる社会的、経済的効果 

についても到達目標に含み、一般目標と密接に関連づける。 

 事業実施の成果は何であるか (一般目標)、ステークホルダーがその一般目標を達成したことを示 

すためにステークホルダーは何ができるか (到達目標)が明らかにされれば、行政は、はじめて計画 

を策定することができ、これに従ってステークホルダーは事業を実施することになる。 

③ この事業実施のためのシナリオを方略と呼ぶ。 

④ 評価 

 一般目標達成の評価は、上に述べた個別的行動が満足すべきレベルで達成されたかどうかを評価す 

ることによって行われる。 

 

目  標 

計画とは、ステークホルダーの行動に価値ある変化をもたらすプロセスを示した目論見書である。 

ステークホルダーは、事業の実施によって、より望ましい状態に変化する。 

“より望ましい状態 ＝ 目標”である。  

目標は、一般目標と到達目標によって示される。 

一般目標と到達目標を組み合わせることで、目標が明確に分かる。 

一般目標 

目標達成の成果を表現したもの ＝ 期待される事業成果 

  事業の結果 

Ｗｈｙ  何のために （事業を行う理由） 

Ｗｈａｔ どのような状態になっているかを包括的に示す。 

（複雑な概念をもつ動詞で表現する） 

 

 第一主語は、地域（住民）が主語の文章 

 第二主語は、ステークホルダーが主語の文章 
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目標設定 ３／３ 

到達目標 

地域（住民）が一般目標を達成したというとき、ステークホルダーは具体的に何ができ、あるいは 

どのようになっているのか。 

一般目標を達成するためには、どんなことができるようになるかを、具体的に示す。 

（その行動をとることが観察できる動詞で表現する） 

 

ステークホルダーが主語 

１つの一般目標に数個～１０数個の到達目標が設定される。 

 

☆ ステークホルダーがすべての到達目標を達成すれば、その総和として、一般目標に到達するという 

関係になる。 

 

 

 

方  略 

 

 各到達目標を達成するために積む事業の種類(アプローチ方法)とその順次性および必要な資源。 

ステークホルダー学習者がどのように事業を実施するかが具体的に立案され、それに必要な資源 

(人的資源、物的資源、予算)が明示される。 

 

 

 

評  価 

  

評価とは、事業結果に関して、ある決定をせまられたときに情報を収集して活用することである。 

また、事業実施による行動の変化を測定して測定結果について価値判断を行ない、この結果によって

意志決定をすることでもある(その結果に基づいて、目標や方略を見直すかを決定する)。 

 

 

 直接測定するものは 

1) ステークホルダーが到達目標を達成した時に要求される能力 

2) それらの能力によって示される行動 

3) それらの行動の熟練程度 
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Ａグループ 

 

感染症・食中毒対策 

(人畜共通感染症を含む) 
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グループ名：某Ａ保健所（Ａグループ） 

テ ー マ： 

感染症・食中毒・食中毒対策（人畜共通感染症を含む） 

一般目標： 

 地域住民の誰もが容易に感染症予防行をとることができ、安心安全にくらせる環境を整

備する。 

到達目標： 

１．食品関連事業者は、感染症や食中毒に関しての勉強会を開催する。 

２．地域住民は、正しい知識を楽に入手できる。 

３．福祉施設は、施設内感染を起こさないための知識を身につける。 

４．医療機関は、適切な医療を提供する。 

５．技能実習生受入先は、病気の持ち込みを防ぐ。 

６．検疫所は、病気の人が入国するのを未然に防ぐ。 

７．検疫所は、感染性のある動植物の持ち込みを防止する。 

８．福祉施設は、子どもの体調管理を徹底する。 

 
コスト：安

住
民
の
実
現
性
：高

コスト：高

住
民
の
実
現
性
：
低

＜目指すところ＞
予防行動が取れる
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Ｂグループ 

 

認知症対策・地域包括ケア 
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グループ名：ひめたま保健所（Ｂグループ） 

テ ー マ： 

認知症対策、地域包括ケア 

一般目標： 

 地域住民が認知症になっても地域で安心に暮らせるために、認知症に対する知識を深め

地域での交流を深める。 

到達目標： 

１．行政は、適切な情報提供をする。 

２．行政が、支援を必要としている人を見つける。 

３．病院・薬局も、認知症患者に対する体制を整える。 

４．介護事業者は、認知症患者の情報を共有する。 

５．地域住民は、住民同士の協力体制を整える。 

６．警察は、早期対応体制を整える。 

７．住民は、認知症になった際の相談窓口を知っておく。 

８．患者家族は、悩み・不安を共有する 

９．事業者は、認知症患者が仕事ができるようにする。 

10．行政は、認知症患者への対応方法を統一する。 

11．住民は、認知症に対する正しい知識を得る。 

 

認知症に
対する知識

交流

少

多

多
少

安心感
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Ｃグループ 

 

母子保健・子育て支援 
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グループ名：Ｃ保健所（Ｃグループ） 

 

テ ー マ： 

母子保健・子育て支援 

一般目標： 

 地域住民が、相談しながら安心して子育てをするために、親子の周囲環境を整備する。 

到達目標： 

１．行政は、子育て相談の機会を増やす。 

２．行政は、事業者に対し男性の育休取得を促すように指導する。 

３．事業者は、男性の育児参加を促す。 

４．行政は、子育て支援情報を提供する。 

５．行政は、復職（特に保健師、保育士）を支援する。 

６．行政は、地域交流を促す。 

７．医療機関は、混雑を解消する。 

８．学校は、年齢に応じて性教育を実施する。 

９．地域住民は、地域の子育て資源を知る。 

10．地域住民は、地域交流に参加する。 

11．行政は、子育て関連機関間の連携を図る。 

 

親子の周囲の環境 良い

相談
しやすい

親子の周囲の環境 悪い

相談
しにくい
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Ｄグループ 

 

がん予防・生活習慣病対策 
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グループ名：近未来保健所（Ｄグループ） 

 

テ ー マ： 

がん予防・生活習慣病対策 

一般目標： 

 地域住民が、長期的に自らの健康を守るために低コストで健康・医療への意識を高める

環境を整備する。 

到達目標： 

１．住民は、健康的な生活が何かを知る。 

２．事業者は、適切な食事を提供する。 

３．行政は、住民が運動しやすい環境を整える。 

４．行政は、喫煙しない環境を整える。 

５．住民は、喫煙の恐ろしさを知る。 

６．住民は、適切な飲酒量を知る。 

７．事業者は、労働環境を整える。 

８．行政は、適切な情報を提供する。 

９．行政は、気軽に相談できる環境を整える。 

 
健康・医療への意識

コスト

高

高

低

低

希望
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＜全 体 記 録＞ 
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１日目「アイスブレイキイング」（記録者：島本 章義） 

はじめに、毛利講師から説明があり、発表はＡグループからＢ、Ｃ、Ｄの順になされた。

各グループの発表内容は、 

Ａ・ロープで陸をみつける。 

・ゴムボートを用いて対応する。 

・晴れるのを待つ。 

Ｂ・晴れるのを待つ。 

 ・カメラを使って陸を見る。 

 ・ミサイルを落とす。 

 ・着水してもよいようにする。 

Ｃ・晴れるのを待つ。 

・浮きのついたロープを使う。 

・ロープで誰かをつるし目視する。 

・ドローンを飛ばす。 

・音で判断 

Ｄ・ドローンを使う。 

・音で判断。 

・ＵＦＯに浮き輪をつける。 

・人をパラシュートで落とす。 

・温度で判断。 

・エネルギーをたくわえておく。 

解答 

・闇雲に飛び込む（絨毯爆撃戦法） 

・偵察機を出す（斥候戦法） 

 ・補助エンジンを積む（リアルオプション戦法） 

 ・敵と手を組む（アライアンス戦法） 

 

１日目「ニーズ総論」（記録者：服部 真依） 

・はじめに河本幸子講師より、ニーズについての説明があり、各グループ保健所へのニー

ズを挙げ、発表はＡグループから、Ｂ、Ｃ、Ｄの順になされた。 

＜各グループのニーズ＞ 

・Ａグループ：食品衛生、感染症、動物関係 

・Ｂグループ：動物関係、体制、手続き関係、専門的知識、苦情、その他 

・Ｃグループ：健診、母子保健、災害対応、環境、感染症、食品衛生、行政サービス、動

物愛護、その他 

・Ｄグループ：苦情対応、事業計画、相談業務、情報提供、健診、地域のとりまとめ、そ

-48-



の他、手続き 

＜ディスカッションの中で＞ 

毛利講師より、苦情をどのようにプラスに替えていくのか。住民からの問い合わせに関

するソースの精査はどのようにするのか？等の質疑が出て、各保健所の意見を伺えた。 

＜ＥＢＭ＞ 

・様々なニーズの特徴等について学んだ。 

・ニーズを創るためには未知のニーズも取りこぼさずくみ取ることが大切であることを学

んだ。 

・自身が携わっている業務以外の事業では、イメージが出来ない部分も多く、質問を考え

ることが難しい部分もあったように思えた。 

 

１日目「法律の理解と権限の行使」（記録者：品川 恭平） 

・毛利講師より、スライドを示しながら講義、解説があった。 

・行政主体について、国、地方自治体、公共組合、特殊法人、独立行政法人、認可法人、

指定法人に定義について 

・行政機関の権限、相互の関係について 

・行政里法の必要性、問題点について 

・用語、基準に解説について 

 

１日目「ニーズ各論」（記録者：林田 優希） 

１．感染症・食中毒対策（Ａグループ） 

毛利講師：世の中から感染症が消えてしまったらどうなるのか…。今、麻疹ウイルス、風

疹ウイルス等を隠しもち、バイオテロを起こされる可能性がある。 

２．がん・生活習慣病対策（Ｄグループ） 

毛利講師：近年、がんの原因が解明されつつある。事業の進め方をどんな風にやっていく

か考えること。形にはまらない、みんなが納得できる施策を考えること。 

３．母子保健・子育て支援（Ｃグループ） 

毛利講師：虐待の話題はよく取り上げられているが、対応をどのようにするか。虐待がお

こる前に手を差しのべることが大切。 

４．認知症対策（Ｂグループ） 

毛利講師：今後、予測される問題についてどう向き合うか。 

 

１日目「戦略マップ」（記録者：髙橋 学） 

・毛利講師から説明 

・２０２５年問題について、まず個人毎に、次にグループで戦略マップを作成。テーマは、

「ニーズ（各論編）」と同じ。 
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  個  人：テーマについて、大事にしたい視点を２つ考えそれぞれ縦軸と横軸に記入。 

  グループ：個人毎に視点２つを発表。その中からグループで大事だと思う視点を２つ

に絞り、Ａ３用紙に記入。 

・各グループの戦略マップを発表 

  Ａ：「実現性」と「コスト」 

  Ｂ：「認知症に対する知識」と「交流」 

  Ｃ：「周囲の環境」と「相談（しやすい、しにくい）」 

  Ｄ：「意識」と「コスト」 

・次セッション「目標設定」で、一般目標に上記２視点を組み込むこと。 

 

１日目「目標設定」（記録者：大林 裕典） 

・河本講師より計画の定義、目標設定の意義、計画策定の要素などについての説明がなさ

れた。 

 前のセッションで作成した戦略マップの軸である「交流」と「認知症に対する知識」 

 を元に一般目標と到達目標を設定した。 

 テーマは「認知症対策、地域包括ケア」で話し合いを勧めた。 

一般目標として『地域住民が認知症になっても地域で安心して暮らせるために認知症に

対する知識を深め、地域での交流を活発にする』と設定。 

到達目標として、①行政は、適切な情報提供をする。 

②行政が、支援を必要としている人を見つける。 

③病院・薬局も、認知症患者に対する体制を整える。 

④介護事業者は、認知症患者の情報を共有する。 

⑤地域住民は、住民同士の協力体制を整える。 

⑥警察は、早期対応体制を整える。 

⑦住民は、認知症になった際の相談窓口を知っておく。 

⑧患者家族は、悩み・不安を共有する 

⑨事業者は、認知症患者が仕事ができるようにする。 

⑩行政は、認知症患者への対応方法を統一する。 

⑪住民は、認知症に対する正しい知識を得る。と設定した。 

 

１日目「予算編成の方針」（記録者：藤本 弘一郎） 

はじめに毛利講師から予算についての概要に説明があった。 

 予算とは行政の実施設計書である。自治体の基本構想や首長の公約等がなるべく多くも

りこまれるよう配慮されなければならない。特に新規事業の予算化の場合に注意するこ

ととして、 

・時機を得たもの 
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・公衆衛生的に理論的に正しい 

・住民にとって明らかなメリットがある 

・コストがミニマム 

・補助金の対象であれば有利 

というようなことがあげられた。 

予算はさまざまな過程をふんでつくられ、執行されるが、課長、係長、担当者等で、そ

の果たす役割は異なる。担当者としては、日頃から問題意識を持って業務を行い新規事

業、既存事業の改善について整理しておく必要がある。 

よりよい予算のために 

・真のニーズとは何か 

・現場の状態の把握 

・改善のためのアイデア、それに気づく努力 

・途中で投げ出さずに案をしっかり準備 

・良い上司のときに説得していく 

のようなことを意識して仕事をしようと結ばれた。 

 

２日目「戦略策定」（記録者：志野 まなみ） 

嶋村講師よりスライドを示しながら、講義がなされた。 

＜方略＞方略とは 

広く情報収集をして、住民目線で考える。 

行政の画一的な方法でなく、新しい未来思考をすることが大事。 

＜予防戦略＞事業施策をする時は、成果を測定できるようにしなければならない。 

      １次予防 一般的に１０年以上 

      ２次予防 少なくとも５年以上 

      ３次予防 ５年以内に成果が出現 

・ポピュレーションアプローチ、ハイリスクアプローチの使い分けが大切 

ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ：結果が投入した物量に比例してでるが、効果がでるまで時間がかかる 

ハイリスクｱﾌﾟﾛｰﾁ：ターゲットの照準をあわせることが大切 

＜今求められること＞エビデンスに基づき、確実に成果の挙がる施策を実行する。 

          人もお金も手間もかけずに効果のでるものはない。 

          効果的に施策展開をすることが必要。 

戦略策定をグループで行い、Ｂ、Ａ、Ｄ、Ｃグループの順に発表した。 

Ｂグループ：ひめたま保健所 ３万人規模 高齢者は１万５千人 認知症対策 

Ａグループ：某Ａ保健所 50万人規模 高齢化率２５％ 感染症・食中毒対策 

Ｄグループ：近未来Ｄ保健所 30万人規模子育て世代が多い がん予防・生活習慣病対策 

Ｃグループ：C保健所 C保健センター 30万人規模 出生 3,000人 母子保健・子育て支援 
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講評・ディスカッションからの学び 

・ステークホルダーが主体となって動ける施策を考えることが大切。 

・事業名は、魅力がつたわるキャッチーなネーミングにする。 

・目標では、到達目標を「知る」ではなく、「～できる」に設定する。知って分かってどう

動いてもらうかが大切。 

 

２日目｢災害時保健医療活動｣（記録者：中島 真梨) 

○毛利講師から西日本豪雨時の概要、被害、KuraDro について講義があった。 

①はじめに概要について説明があった。浸水は水が引けば対応できる 

・岡山県倉敷市真備町での豪雨災害    中核市でおこった災害は中核市での対応を!! 

→「災害救助法」適用により救助の実施主体は備中保健所へ↵ 

・高馬川、末政川、小田川が決壊 

 →原因は河川改修の遅れとダムの一斉放流－行政管理・電力会社管理 

＊Ｈ21.8台風による豪雨災害（水害） 

↳夜間に浸水、避難勧告→逃げる途中に約２０名死亡…夜間の避難はやめる。 

垂直避難すること。 

②調整本部運営について主に以下の内容について講義があった。 

・備中保健所の主な役割 

・保健医療活動の調整について 

・倉敷地域災害保健医療復興連絡会議（KuraDRO）の説明 

・長崎県 DHEATの活動 

・急性期、回復期・慢性期 

→各々の説明、課題について 

③まとめとして、 

 これから先も災害はおこる。そのとき保健所として出来ることには限界がある。しかし、

起こってしまった以上は最善の努力を尽くすことが仕事である。 

・常日頃から現実的なシミュレーションを行うこと、機会があれば災害支援に参加して経

験を積むとよい。 

 

２日目「実績評価」（記録者：別役 信乃） 

毛利講師からスライドをしめしながら説明があった。 

評価とは、事業結果に関してある決定をせまられた時に情報を収集し活用することであ

り、ステークホルダーが最終的に行動変容を起こしたか否かをみる。 

実績評価は過程に対する意思決定となる「形成的評価」と事業実績を最終的に評価する

「総括的評価」とに分けられる。形成的評価からフィードバックを受け改善し、総括的

評価で達成した事業の成果は長期間継続すると思われる。 
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２日目「議会の役割と対応」（記録者：小島 千穂） 

 毛利講師の講義をうけた。 

 パワーポイントのスライドで、地方議会の役割、予算案の承認までの流れについて詳し

い説明があった。 

 資料要求への対応をするにあたって、担当業務の方針や役割を理解して取り組むことが

大切である。 

 そして、日頃から積極的に議会とコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことが議

会対策となることもある。 

-53-
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令和元年度 

｢保健所、保健センターの新任管理･監督職研修｣ 

 

令和元年１１月１１日～１２日 

場所：川口総合文化センター 

 

研修スタッフ 

 

タ ス ク フ ォ ー ス ：河本 幸子（岡山市保健所） 

 

嶋村 清志（滋賀県長浜保健所） 

 

松倉 知晴（富山県厚生部健康課） 

 

中西 好子（公益財団法人結核予防会） 

 

毛利 好孝（たつの市） 
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研修１日目（１１月１１日：月曜日）
時刻 プログラム 研修内容 方法 主担当者 必要な時間 290
13:00 10

13:10 10 10

13:20 ＭＬ 毛利 10 30
ＳＧＤ ＴＦ 10
ＰＬＳ 毛利 10

13:50 業務別にみたニーズとディマンド ＭＬ 毛利 10 70
Ａ：医療・介護の連携
障害、疾病、年齢によらない医療・介護の提供 ＳＧＤ ＴＦ 40
Ｂ：地域で支える認知症対策
薬物治療によらない初期集中支援 ＰＬＳ 嶋村 20

15:00 ＭＬ 毛利 5 35
ＳＧＤ ＴＦ 10
ＰＬＳ 河本 20

15:35 10

15:45 業務別にみた事業目標の設定 ＭＬ 河本 20 130
Ａ：医療・介護の連携
障害、疾病、年齢によらない医療・介護の提供 ＳＧＤ ＴＦ 80
Ｂ：地域で支える認知症対策
薬物治療によらない初期集中支援 ＰＬＳ 嶋村 30

17:55 5

研修２日目（１１月１２日：火曜日）
時刻 プログラム 研修内容 方法 主担当者 必要な時間 430
9:00 5

9:05 20

9:25 具体的な事業を業務別に設定 70 70

Ａ：医療・介護の連携
障害、疾病、年齢によらない医療・介護の提供 ＳＧＤ ＴＦ
Ｂ：地域で支える認知症対策
薬物治療によらない初期集中支援

10:35 10
10:45 30

11:15 ＭＬ 松倉 30 60

ＰＬＳ 松倉 30
12:15

13:15 30

13:45 30 30

14:15 10
14:25 20

14:45 具体的な評価指標を業務別に設定 60 60
Ａ：医療・介護の連携
障害、疾病、年齢によらない医療・介護の提供 ＳＧＤ ＴＦ
Ｂ：地域で支える認知症対策
薬物治療によらない初期集中支援

15:45 10
15:55 30

16:25 40 40

ＰＬＳ 松倉

17:05 5

17:10 30 30

ＰＬＳ：全体会議
ＳＧＤ：グループ討議
ＭＬ：講義

保健所、保健センターの新任管理・監督職研修　日程表(開催場所：川口市)

30

5

基礎講義① マスコミ対応について ＭＬ 中西 30

休憩

基礎講義③

20

ポストアンケート記入 毛利

60

ＰＬＳ

事業評価の実際

20

事業戦略の策定

休憩

10
嶋村あいさつ・スタッフ紹介・プレアンケート記入

事業目標の設定

明日の説明、中間アンケート記入

開会式

保健事業のニーズ

グループ別自己紹介

アイスブレーキング

ＭＬ

ＰＬＳ

嶋村

修了証書の交付

ふり返り

閉会式

ロールプレイ

前日の参加度を評価

業務別に作成した計画の総合的な発表

危機管理とマスコミ対応

評価指標の設定と測定

事業戦略の策定

事業評価の実際

ＰＤＣＡサイクルに基づ
いた事業計画の総合発表

災害時における保健医療の調整

基礎講義② 人事管理と労務管理

休憩

ＭＬ

地球攻略－宇宙船を着陸せよ－

具体的な事業設定（方略）の全体発表

昼食

毛利

ＳＧＤ

戦略マップ 保健事業の戦略（優先すべきものは何か）

ＭＬ 毛利

毛利

5

ＰＬＳ 河本

嶋村

毛利

ＭＬ

30

休憩

事業戦略の策定

5

ＰＬＳ 毛利

事業の組み立て方
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ニーズとディマンド １／１ 

ニーズとディマンド 

 

目的 

○保健事業の成果として目指すものや保健事業に求めるもの、保健事業のあり方などについ

て、各グループメンバーの考えを相互理解する。 

○上記メンバーの考えを相互理解したうえで、グループとしての意思統一を図る。 

○今後展開されるプログラム（目標設定・戦略目標）への準備・基礎作業とする。 

 

 

グループディスカッションの内容 

保健事業に関わる全てのステークホルダー（※）から見た、事業の目的、具体的な目標、保

健所に求めるもの、保健事業で得られるもの、保健事業の成果によってどうなってほしい等の

項目を列挙し、整理する。 

※ 全てのステークホルダーとは、地域住民、行政機関、医療機関、営業者、医療保険者な

ど、地域住民の健康の保持・増進に関わる人々や関係機関を指す。 

 

 

方法 

１．グループ内で、司会進行、発表係と書記係の計３名を決定する。 

２．各個人がこれまでの業務上の経験、現在の現場の状況から、できるだけたくさんポストイ

ットに記入する。 

３．グループ内で話し合いながら、各自が書いたポストイットを、模造紙に貼る。 

４．グループ内で話し合いながら、似たものをまとめてグルーピングする。 

５．グルーピングしたものにそれぞれタイトルを付ける（キーワードの抽出）。 

６．各グループの保健所名を決める。ユニークな保健所名を１つ考え、模造紙に書く。 

 

 

☆注意点 

・１枚のポストイットには、項目１つのみ記載する。 

・主語（誰が）を、明記する。 

・少数意見も必ず残す（怪しげな意見であっても）。 

・誰が読んでも理解できるように、具体的な内容を書く。 

・少し離れた場所から見えるように、大きな文字で書く。 
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戦略マップ １／１ 

戦略マップ 

～「２０２５年問題」へ対応するための地域における戦略マップ～ 

 

目的：団塊の世代が後期高齢者となり、医療・介護の需要が激増すると予測される２０２５

年問題に対応するために、これまでの経験を踏まえて保健所、保健センターの管理・監督職

という立場を念頭におきながら、２０２５年問題へ対応

するために実行すべきことは何なのかを考え、実行後に

おける地域の姿をマップに投影する。 

 

スケジュール： 

 ５分 オリエンテーション        

 ５分 個人毎の戦略マップをＡ４用紙に作成する 

 ５分 グループで１枚の戦略マップを同様に作成する 

１５分 グループ（発表２分）による発表 

 

方法： 

 グループに分かれる。司会進行係、書記係、全体発表における発表係を決める。 

※プログラムごとに原則的にグループワークをする。 

その際に司会進行係、書記係、全体発表における発表係の３係（一人１係）を決める。 

そして、プログラムごとに係をかえる。 

 

 

 

 

戦略マップ 
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目標設定 １／３ 

計画策定のプロセス 

 

 

 

必 要     要 求 

 

     ニーズ 

制 約 

 

目 標 

  

 

     住 民   行 政 

評 価                 方 略 

方法・資源 

(事業実施) 
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目標設定 ２／３ 

計画策定の要素 

［計画策定の要素］ 

  計画の策定にあたり重要なことは達成すべき内容の量や質が計画終了時に期待される成果と関連

していなければならない点である。 

 

① 通常期待される効果は、一般目標としてステークホルダーに明示される。 

② 観察可能な具体的行動、つまり行動変容の結果だけでなく、結果として生じる社会的、経済的効果 

についても到達目標に含み、一般目標と密接に関連づける。 

 事業実施の成果は何であるか (一般目標)、ステークホルダーがその一般目標を達成したことを示 

すためにステークホルダーは何ができるか (到達目標)が明らかにされれば、行政は、はじめて計画 

を策定することができ、これに従ってステークホルダーは事業を実施することになる。 

③ この事業実施のためのシナリオを方略と呼ぶ。 

④ 評価 

 一般目標達成の評価は、上に述べた個別的行動が満足すべきレベルで達成されたかどうかを評価す 

ることによって行われる。 

 

目  標 

計画とは、ステークホルダーの行動に価値ある変化をもたらすプロセスを示した目論見書である。 

ステークホルダーは、事業の実施によって、より望ましい状態に変化する。 

“より望ましい状態 ＝ 目標”である。  

目標は、一般目標と到達目標によって示される。 

一般目標と到達目標を組み合わせることで、目標が明確に分かる。 

一般目標 

目標達成の成果を表現したもの ＝ 期待される事業成果 

  事業の結果 

Ｗｈｙ  何のために （事業を行う理由） 

Ｗｈａｔ どのような状態になっているかを包括的に示す。 

（複雑な概念をもつ動詞で表現する） 

 

 第一主語は、地域（住民）が主語の文章 

 第二主語は、ステークホルダーが主語の文章 
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目標設定 ３／３ 

到達目標 

地域（住民）が一般目標を達成したというとき、ステークホルダーは具体的に何ができ、あるいは 

どのようになっているのか。 

一般目標を達成するためには、どんなことができるようになるかを、具体的に示す。 

（その行動をとることが観察できる動詞で表現する） 

 

ステークホルダーが主語 

１つの一般目標に数個～１０数個の到達目標が設定される。 

 

☆ ステークホルダーがすべての到達目標を達成すれば、その総和として、一般目標に到達するという 

関係になる。 

 

 

 

方  略 

 

 各到達目標を達成するために積む事業の種類(アプローチ方法)とその順次性および必要な資源。 

ステークホルダー学習者がどのように事業を実施するかが具体的に立案され、それに必要な資源 

(人的資源、物的資源、予算)が明示される。 

 

 

 

評  価 

  

評価とは、事業結果に関して、ある決定をせまられたときに情報を収集して活用することである。 

また、事業実施による行動の変化を測定して測定結果について価値判断を行ない、この結果によって

意志決定をすることでもある(その結果に基づいて、目標や方略を見直すかを決定する)。 

 

 

 直接測定するものは 

1) ステークホルダーが到達目標を達成した時に要求される能力 

2) それらの能力によって示される行動 

3) それらの行動の熟練程度 
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Ａグループ 

 

医療・介護の連携 

－障害、疾病、年齢によらない 

医療・介護の提供－ 

 

-63-



-64-



グループ名：家康くん保健所（Ａグループ） 

 

テ ー マ：医療・介護の連携―障害、疾病、年齢によらない医療・介護の提供― 

一般目標：地域住民が、地域でその人らしい生活をするために医療・介護の環境を整備す

る。 

到達目標： 

１．医療機関は、要支援者が必要な時にすぐに適切な医療を受けられる体制を整備する。 

２．商店は、要支援者が自分で選ぶ楽しさを提供する。 

３．公共交通機関は、要支援者が利用しやすいよう整備する。 

４．専門職は、要支援者が健康状態の維持（バランスのとれた食生活）ができるよう支援

する。 

５．地区社協、民生委員、町内会は、協力して身近に出かけられる交流の場をつくる。 

６．保健所は、関係機関が集まって医療介護の環境を整備するための機会を設ける。。 

７．要支援者は、何がしたいのか伝えることができる。 

８．家族は、心身ともに健康でいるよう努める。 

９．支援者は、要支援者の情報を共有し必要な支援をリアルタイムに提供でできようにす

る。 

10．ボランティア要支援者に寄り添い、日常生活の手助けをする。 
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Ｂグループ 

 

「地域で支える認知症対策」 

―薬物治療によらない初期集中支援― 
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グループ名：きゅらぽん保健所（Ｂグループ） 

テ ー マ：地域で支える認知症対策－薬物治療によらない初期集中支援－ 

一般目標：地域住民が、認知症になっても自分らしく生きるために安心して暮らせるまち

をつくる。 

到達目標： 

１．地域住民は、元気で楽しく暮らすために健康づくりに努める。 

２．地域住民は、近所で楽しく集まれる場所を自分たちで継続する。 

３．地域住民は、身近な地域で声かけ、見守り、支援ができる。 

４．地域住民は、積極的に地域活動に参加する。 

５．歯科医師・歯科衛生士は、摂食障害の治療を受けられる体制をつくる。 

６．行政は、医療・介護・保健の関係機関だけではなく、他の機関（タクシー宅急便、商

店、新聞配達、警察、消防等）と地域住民が協力して支援するネットワークをつくる。 

７．地域包括、社協、民生委員は、地域住民の自主活動を支援する。 

８．行政は、地域住民の健康づくりを支援する。 

９．医師・歯科医師・薬剤師は、適切な医療・医療情報を提供する。 

10．医療・介護・保健の関係機関は、気軽に相談できる体制をつくる。 
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＜全 体 記 録＞ 
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１日目：アイスブレイキング（記録者：事務局） 

嶋村講師から他己紹介のやり方についての説明があった。二人一組のペアになり、他己

紹介する側とされる側に分かれる。数分程度のインタビュー形式で、その人の情報を聞き

出して行く。自己紹介と同じく、その人となりを大勢の人に知ってもらう事を目的として、

基本的な内容(名前、生年月日、出身地等)から始まり、趣味や最近はまっている事、特技

や座右の銘等のネタを聞き取る。 

聞き取った内容をまとめて２分で相手の紹介をするというアイスブレイキングであった。 

 

１日目：ニーズとディマンド（記録者：堀井 由紀） 

■ ニーズの種類 

  はじめに毛利講師からニーズについての説明があった。 

 ①ニーズの把握  

アンケート調査：形式知化済みのニーズまでが有効 

           項目以外のニーズがわからない 作成時が一番重要 

   ワークショップ：いつもの面子で集まるなら新しい発想は期待できない 

           暗黙知ニーズ止まり 

           アリバイ作りにしかならない 

 ②データで地域が見えるか 

   データは意図を持って集める 

   データだけでは地域把握は不可能 

 ③ニーズを創る 

   本当に求められているニーズは誰一人気づいていない 未知のニーズ 

   大多数の人には想定外なので突拍子もない少数意見でも顧みる 

■ グループディスカッション   ＫＪ法 

 ①テーマに沿った現状、課題、希望、目的等を個々に書き出し、持ち寄って、話し合い

ながら整理し グルーピングする。 

テーマ Ａグループ：医療・介護の連携 障害、疾病、年齢によらない医療・介護の提供 

  Ｂグループ：地域で支える認知症対策 薬物治療によらない初期集中支援 

②グルーピングしたものにタイトルをつけてキーワードを抽出し、この後の作業の準備

とする。 

 ③グループの保健所名を決める。 

  保健所名 Ａグループ：家康くん保健所 

       Ｂグループ：きゅぽらん保健所 

 どちらのチームも個々の意見を持ち寄って話し合いを進めながら、それぞれの保健所の

情報交換もなされていた。 
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１日目：戦略マップ（記録者：事務局） 

・戦略マップについて 

はじめに毛利講師から戦略マップについて説明があり、その後、各グループで「保健事

業の計画策定で実現すべきもの」について考え戦略マップを作製した。 

発表では、作成した戦略マップをもとに、縦軸と横軸に選んだ言葉をもとに保健事業の

計画策定で実現すべきものについて説明を行った。 

・戦略マップのねらい 

 「われわれの事業は何か」との問いは、自らの事業を知るほど答えるのが難しい問題で

ある。しかし、あらゆる組織において、「われわれの事業は何か。何であるべきか」を定義

することは、共通の見方、理解、方向づけ、努力等を実現するために不可欠であるとの説

明があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目：目標設定（記録者：山本 節司） 

■ 講義（講師：河本幸子氏） 

   （１）計画策定のプロセス 

   （２）計画の定義 

   （３）目標設定の意義 

（４）計画策定の要素 

   目標・方略・評価 

（５）計画策定のフロー図 

（６）目標のもつべき性格 

（７）アウトプットとアウトカムについて講義があった。 

■ グループワーク 

   各グループに与えられたテーマに基づき、「一般目標」とステークホルダーごとの「到

達目標」について具体的な議論した。 

Ａグループ（家康くん保健所） 

 ・テーマ：医療・介護の連携―障害、疾病、年齢によらない医療・介護の提供― 

戦略マップ 
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  （１）一般目標：地域住民が地域でその人らしい生活をするために医療・介護

の環境を整備する 

  （２）到達目標：①医療機関は、要支援者が必要な時にすぐに適切な医療を受

けられる体制をつくる 

②商店は、要支援者が自分で選ぶ楽しさを提供する 

③公共交通機関は、要支援者が利用しやすいよう整備する 

④専門職は、要支援者が健康状態の維持ができるよう支援す

る 

⑤地区社協・民生委員・町内会は、協力して、身近に出かけ

られる交流の場所をつくる 

⑥保健所は、関係機関が集まって、医療介護の環境を整備す

るための機会を設ける 

⑦要支援者は、何がしたいのか伝えることができる 

⑧家族は、心身共に健康でいられるよう努める 

⑨支援者は、要支援者の情報を共有し、必要な支援をタイム

リーに提供できるようにする 

⑩ボランティアは、要支援者に寄り添い、日常生活の手助け

をする 

Ｂグループ（きゅぽらん保健所） 

 ・テーマ：地域で支える認知症対策―薬物治療によらない初期集中支援― 

  （１）一般目標：地域住民が認知症になっても、自分らしく生きるために安心

して暮らせるまちをつくる。 

  （２）到達目標：①地域住民は、元気で楽しく暮らすために健康づくりに努め

る 

②地域住民は、近所で楽しく集まれる場所を自分達で作る 

③地域住民は、身近な地域で声かけ、見守り、支援ができる 

④地域住民は、積極的に地域活動に参加する。 

⑤歯科医師・歯科衛生士は、摂食障害の診療を受けられる体

制をつくる 

⑥医療・介護・保健の関係機関だけでなく、他の機関（タク

シー、宅急便、商店、新聞配達、警察、消防等）と地域住

民が協力して支援するネットワークを作る 

⑦地域包括、社協、民生委員は、地域住民の自主活動を支援

する 

⑧行政は、地域住民の健康づくりを支援する。 

   議論の中で 
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①誰をステークホルダーとするのか？（誰がステークホルダーになるのか？）と

いう、ステークホルダーの選定に困難を要した。 

 ②Ｂグループでは、課題である「地域で支える認知症対策」となっているため、「地

域住民」をステークホルダーの主たるものとした。 

   タスクフォース（講師）からのコメント 

①議論の中心が要支援者や認知症患者となってしまいがちであるので、要支援者

であるか否か、認知症であるか否かの前に、住民として安心して暮らせるまち

づくが必要（重要）である。 

②テーマの設定上、行政、医師会、歯科医師会、医療機関などステークホルダー

の中心となりがちであるが、他の機関の選定が重要である。 

③要支援者や認知症患者であっても、地域住民とともに生活できる可能性もあり、

病院や介護施設等への入院・入所にこだわる必要はない。 

④認知症と診断されることでその人自身が認知症以外の病気で入院が必要となっ

ても、認知症を理由に拒否される事例もあり、不利益を被る場合もある。 

⑤医師や歯科医師がやらない保健指導や予防医療についてもステークホルダーと

し、達成目標を設定することも必要である。 

 

２日目：戦略策定（記録者：事務局） 

戦略 事業に対して考え方を変えられるか 

今までの仕事のやり方や制度の運用続けていくと 

       ↓ 

２０２５年問題を乗り越えられない。社会保障システムの崩壊 

        ↓ 

地域が変われるか マクロの変化 

        ↑ 

自治体そのものが変わる、変えていく！ 

現在 負のスパイラル    十分な資源がない 

 

成果があがっていない      中途半端な事業 

戦略策定で何をやるか 

 方略 方法と戦略 

 ・目標を達成するために行う事業、施策とその順次性及び必要な資源 

 ・ステークホルダーがどのように変化するか全体的に立案され、それに必要な資源（人、

物、金）が明示される。 

 ・達成するために順位をつける。 

方略の理念 
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住民中心                        行政中心 

問題指向                        情報収集 

統  合 部分最適ではうまくいかない          分野別 

地域基盤                        組織基盤 

選  択 必要なところは？ 直営以外はマネジメント   画一 

体 系 的 ｼｽﾃﾏﾃｨｯｸに組立てる、ＨＣだけでは解決できない 徒弟的 

     共通するものはないか             場当たり的 

 予防戦略 

早期発見→成果はあるのか 

２～３年で効果（成果）がでるものをやっていく 

１５年しないと成果がでないものもある→こればかりではダメ 

最終的に結果がでないこと有→市民に迷惑 

５年で結果を出さないといけないのに、それでも、一律に一次予防を推奨している 

いままでのルールは通用しない。“本気になれ” 

ポピュレーションアプローチ 

圧倒的な物量と継続的な事業実施→成功法則をしっかり押さえている 

キッチンカー→洋食の普及（ＧＨＱ） 

地域に住んでいる→継続してみていく 

地域の中の問題 

 データで地域が見えるか 

 データをどう分析するのか 

 データのないものは見えない 

 アンケートでは中身は見えない 

 感性を磨くことが大切 

外部委託 質のコントロールはできない、安いものはない 転換期に来ている 

 人を増やさないでもできる 

今、求められているもの 

 エビデンスに基づいて確実に成果の挙がる施策を実行すること 

 

２日目：基礎講義①「人事管理と労務管理」（記録者：事務局） 

 毛利講師より、スライドを示しながら、レクチャーがなされた。 

 管理職になる：業務の景色が変わる。成果が上る（部下もコントロールして）、醍醐味。 

・意思疎通を十分に：職員に情報をきちんと渡す。所内会議を定期的に。 

・職員の接遇指導、服務管理 

・個人情報保護の徹底 

・施設管理、施設内設備管理 
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・人を活かす 

  人の強みを生かす、弱みを中和する。 

・努力ではなくて、成果に向けさせる。 

・仕事を成果から分析する。 

   何故か（Ｗｈｙ）、どのように（Ｈｏｗ ｔｏ） 

・人は長い時間をかけて、じっくり育てる。 

・失敗を隠さず、学び合う。 

・厳しさと優しさの両方が必要。 

・部下と十分にコミュニケーションを取りながら、方針・方向性を示す。 

・無理のない「達成度評価」の仕組みを作る。 

・ティーチングからコーチングへ、質問→考えさせて答えさせる。 

・仕事の喜び→モチベーション 

・実務能力＝管理能力ではない 

・次世代のリーダーの確保・育成 

・マネジャーに育てていくため→実務を持たせすぎない。 

・裸の王様にならない様に－直言者を大切に。 

・管理職：常に説明責任を負う。 

 

２日目：危機管理とマスコミ対応（記録者：事務局） 

報道対応とは 

・報道とは、なるべく仲良くしておいた方がよい。 

・情報のキャッチができる。 

突発的な事件 

・食中毒、集団感染、職員の汚職 

       ↓ 

・普段からシミュレーションしておくとよい。 

マスコミの特性 

・他社を抜きたい。 

・新しいもの好き。 

・行政の過誤、失敗は掻き立てる。隠すと余計に騒ぐ。 

対応の基本 

・基本は、対応、処分をセットで説明する。 

・進行中の場合は、分からないことは分からないと、分かっている部分と調整中であるこ

とを説明する。 

・理解してもらう資料をつける。 

・県、国の発表した内容と数が違ったりすることもあるので調整する（Q and Aにする）。 
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・メディア対応のルール（プレス発表では、一般職員は答えない） 

・モニターする（間違った報道には訂正を申し入れる、ホームページを活用する）。 

・問い合わせ等には、より慎重に。 

会場 

・出入口を報道、発表者側に分けて２ヶ所つくる。 

 

２日目：ロールプレイ（記録者：菅野 恭子） 

■ロールプレイ 

各グループ、行政側、記者側になり、食中毒の発生についての記者発表をロールプレイ

し、講評をいただいた。 

〈講評内容〉 

ロールプレイ① 

・行政側：ゆっくり、かみ砕いて説明をしていてよかった。 

・マスコミは、知っていることも質問するので、うっかりのってはいけない。行政のあ

らを探し、落ち度を探す。 

ロールプレイ② 

・記者側：ユッケについて、知らない人もいるため、質問したのはよかった。 

  柔らかいため、赤ちゃんの与えた人もいる。 

・本当に伝えるべきことは、何であるかを考えた時、食べた人に対し、受診を呼びかけ

ることも必要。 

２日目実績評価（記録者：永峯 優子） 

河本先生より講義を受ける。 

事業の成果を把握するために評価を行う。 

① 形成的評価 

各到達目標について、どの場面で何によってどのように評価とするのか明記する。 

② 総括的評価 

各到達目標について、どのような基準で達成とするのか明記する。 

グループワーク 

実績評価シートに基づいて、各到達目標について、 

① 各事業のどの場面（いつ）、 

② 何によって（指標）、 

③ どのように評価するのか（結果）を明記する。 

発表 

Ｂグループ 「地域で支える認知症対策」 

居場所づくりなどについては、５年計画とし、数値で達成目標を設定。 

毎年度ごとに各到達目標を評価する。 
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Ａグループ「医療と介護の連携」 

計画の策定により到達目標評価する。 

事業の満足度をアンケート調査で評価する。   

※アンケート調査項目が到達目標からぶれないようにする。 

 

２日目：基礎講義②「災害時における保健医療の調整」（記録者：鈴木 美枝） 

「災害保健医療活動調整本部の運営（２０１９．１１．１２災害時保健医療活動）」 

毛利講師より、パワーポイントを示しながら講義がなされた。 

西日本豪雨時の状況をもとに、時間経過による被災状況・避難状況、保健所の役割、保

健医療活動の調整・災害保健医療活動調整本部の状況・運営、支援チーム活動状況、DHEAT・

保健師チームの活動、時間の経過に合わせた課題、リーダーに求められる資質等、具体的

で詳しい講義があった。 
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令和元年度地域保健総合推進事業 

保健所等技術職の定着率と資質向上に関する実践事業 

令和元年度保健所、保健センターの新任管理・監督職研修 

報  告  書 

編集：毛利好孝（全国衛生行政研究会） 

発行：逢坂悟郎（全国衛生行政研究会） 

編   集   日：令和２年３月３０日 

発   行    日：令和２年３月３０日 
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令和元年度 全国衛生行政研究会セミナー次第 
 

 

   日  時：令和元年１０月２２日（休）１７：４０～１９：１０ 

   場  所：高知新聞放送会館５階５１号室 

 

＜開  会＞ 

 

 ＜セミナー＞  １７：４０～１９：１０ 

テーマ：地域医療構想における在宅医療の充実と病床機能の転換について 

   (1) 各ブロックからの報告 

    ・北海道ブロック 

・東北ブロック（紙上発表のみ） 

    ・関東ブロック 

    ・北陸ブロック 

    ・近畿ブロック 

    ・四国ブロック 

 

   (2) 話題提供 

「在宅医療の充実について」逢坂 悟郎(全国衛生行政研究会会長) 

「病床機能の転換について」毛利 好孝(全国衛生行政研究会運営委員） 

 

   (3) 意見交換  

 

 ＜情報交換会＞ １９：３０～ 「ひろめ市場」 
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北海道の地域医療構想推進に関する課題 

R01.10.22 全国衛生行政研究会セミナー 

 

１ ，病床機能分化の問題 

 

◯統計上の問題点 

・南檜山、日高、宗谷、根室で回復期病床０ 

  →１～２病棟で構成される小病院が多く、「病棟」単位での病床機能報告では 

   地域の回復期医療の実態が反映できない状況が露骨に現れている 

◯各病院・自治体の不信感 

・「回復期と申告することで、将来的に診療報酬に影響してくるのではないか？」 

・「実際のデータと乖離したデータを出されても意味の無い話し合いしかできない」 

◯人員確保 

・「リハビリ関連職種の不足のため、回復期をやりたくてもできない」 

914 569 

1554 1594 3538 2778 2841 35411 

26888 26653 27068 26633 25084 

14119 

23483 

5289 5868 
6420 7078 8171 

4784 

20431 

38270 36806 
37936 37933 37140 

21387 

21926 

7426 7778 
6203 5906 6178 4058 

7350 

0 
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30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

機能別病床数 
(26～29病床機能報告および北海道地域医療構想より） 

高度急性期 

急性期 

回復期 

慢性期 

未報告・休床等 

介護保険施設等 
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◯札幌二次医療圏の問題 

・多くの地域で、2025 年以降も 2040 年に向けて高齢者人口が大幅に増加する点、公立・

公的医療機関のほか多数の民間医療機関が医療を提供している点において、他の地域と大

きく異なり、調整会議等行政が主導する場において、個々の医療機関の役割・機能等につ

いて議論を深めていくことは困難。 

・札幌市とそれ以外で大きく異なる受療動向。 

 →各地域で顔の見える連携体制を構築することを「重点課題」として取り組みを進める

考え 

２ ，外来医療計画と医師偏在の問題 

 

・外来医療計画における指標は検討中だが、札幌二次医療圏のみが医師多数区域になると

予想されている。 

・指標そのものの問題 

→患者流出入を考慮してしまうと「遠紋」が最も医師が潤沢な医療圏となってしまう 

  （高次医療や専門医療の多くを「北網」に依存しているためか） 

・遠隔地における開業医の高齢化と後継者不在 

・対策（長期的） 

 道内３医育大学地域枠（142 名、修学資金貸付枠 32 名）、自治医科大学卒業生の派遣 
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 医育大学入学定員増（暫定措置は H31年度まで） 

 北海道地域医療振興財団 

 各大学の「地域医療支援センター」 

 市町村による開業資金援助をはじめとした、開業医誘致施策 

・対策（短期的） 

 北海道地域医療振興財団ドクターバンク 

 地方・地域センター病院からの医師派遣 

 緊急臨時的医師派遣事業（北海道医師会、北海道病院協会などの協力） 

 

３ ，医療機関の再編統合に向けて解決・対応すべき問題 

 

図．再編統合必要性の議論が必要とされた公立・公的医療機関（５４施設）筆者作成 

青→「類似近接」、赤→「実績僅少」(「類似近接」重複施設を含む)） 

北海道の方針 

→データを参考に、具体的かつ 

 集中的な議論を促していく 
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【広域分散・寒冷積雪】 

 

（再検証対象医療機関 54 施設中、島内に内科医常勤医療機関のない奥尻島国保病院を除く 53 施設） 
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直近内科標榜医療機関までの距離（ｋｍ） 

直近内科標榜医療機関との距離 

7 

4 

14 
15 

7 

2 2 
0 

1 

～５ ～１０ ～２０ ～３０ ～４０ ～５０ ～６０ ～７０ ～８０ 

（
施
設
数
） 

直近急性期病床保有病院までの距離（ｋｍ） 
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最長：76.8km 

（広尾町国保病院→北斗病院） 

東京→小田原間に匹敵 

最長 35.3ｋｍ 

（猿払村国民健康保険 

  →浜頓別町国民健康保険病院） 

東京～横浜間に匹敵 
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（再検証対象医療機関 54 施設中、奥尻島国保病院および利尻島国保中央病院を除く 52 施設） 

 

 

（以上、再検証対象医療機関 54 施設中、週 4 日以上開設している独立した小児科外来があ

る、もしくは小児科専門医の在籍することの確認できた 14 施設を対象）
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（以上、再検証対象医療機関 54 施設中、人工透析を行っている 22 施設を対象） 

【公立・公的医療機関に依存する医療供給体制】 

 

 

図．再検証対象医療機関 54 施設(道東・道北 26 施設)中に占める 

「市町村唯一」医療機関の割合 

（「北海道医療機能情報システム」を用い筆者調べ） 

 

 →とくに道東・道北においては、再編統合によって 

市町村をまたがないと入院できる病床がない状況となったり、 

自分たちの市町村から完全に医療機関がなくなることに住民は強い不安を持っている。 

 

自治体首長コメント 

「国は子育てを支援すると言っているのに逆行する話ではないか」「知事は怒るべきだ」 

  →両者とも名指しされた病院が唯一の町内医療機関である自治体首長の言葉 

   自治体唯一の公立・公的医療機関の存廃は市町村政上の最重要課題 

 

・解いておくべき誤解 

 再編統合＝マチから医療機関をなくすことではない 

  （ダウンサイジングや機能転換、診療所化なども含めた話） 

 「再編統合が必要な
、、、、

医療機関」 

ではなく「再編統合の必要
、、

性
、
について特に
、、、、、、

議論
、、

の必要な
、、、、

医療機関」 

  →地域においては「最低限何を残さなくてはならないか」の議論が必要 
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（道東・道北） 

32 

28 

自治体唯一の有床医療機関 

22 

4 
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 （ex.血圧の薬をもらいに 20km 離れた隣町に行くとか、そういう話ではない。） 

 

-88-



 

【小規模病院・少人数の医師に支えられる北海道の地域医療】 

 

→医師不足は必ずしも特定の医療機関にのみ起こっているわけではなく、 

 特定の医療機関の医師が充足したとしても結局は「パイの分け合い」。 
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 これらの医師の労働条件（万年オンコール、平日毎日当直、地域に軟禁状態、etc）は 

 医療機関の集約化によってしか解決しえない。 

 

【不便な公共交通】 

 

図．左・ＪＲ北海道路線図（ＪＲ北海道ホームページより） 

右・（再掲）再検証対象道内 54医療機関分布図） 

枠線は筆者が追加（鉄道のない地域および長期不通の地域を示す） 

  

 道内においてＪＲ不通の地域は一般的にバスも一日数本程度であることが多く、 

 そういった地域で高齢者を主な診療対象としている医療機関の再編統合を進めるならば 

 一定の配慮が必要となる。 

４ ，まとめ 

・道内の病床機能分化については、各病院・自治体の不信感を払拭すべく努力を継続して

いく必要がある。 

・医師偏在トップ３である、宗谷・根室・日高については、地域枠卒業生等による充足が

期待されるが、長期的に維持可能な医療体制の構築は未だに課題として残ったまま。 

・北海道の、とくに道東・道北における医療機関の集約化は、【広域分散・寒冷積雪】【不

便な地域公共交通】【公立・公的医療機関に依存する医療供給体制】【小規模病院・少人数

の医師に支えられる北海道の地域医療】のほか、各自治体の抱える事情により決して容易

ではない。 

・しかし、効率的な医療の提供と、人的医療資源の疲弊防止の観点から、広域的な視点で

の医療提供体制の再構築は必要。 

・そのためには丁寧な議論、住民の理解を得ることと並行して、医療周辺のインフラの整

備もこれまで以上に行っていく必要がある。 
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○本分析の限界 

・医療機関間距離は Google マップの経路検索で機械的かつ手作業でまとめたので、実際に

予想される患者の受療行動を必ずしも反映しない場合があり得る。 

・医療機関同士の距離なので、医療機関がカバーする圏域の広さが反映されない。 

・内科標榜医療機関の医師の専門が必ずしも内科とは限らない（他科医の「なんちゃって

内科」を除外できない） 

・通院の困難さは距離だけでは測れない（鉄道やバスの有無、本数を反映しない） 

・有床診でも積極的に急性期を診ている施設もあるが、それを反映していない。 

・病床機能のデータが 29 年 7 月 1 日現在である（それ以上新しいデータが未公表） 

・軽傷外傷はプライマリの受診先を科や属性で特定することが難しい。 

・直近の急性期病院については病床機能報告上のものなので、実際にはもっと近い「回復

期」「慢性期」病院で急性期入院診療が行われている場合もあり得る。 

 

 

 

（文責・全行研北海道ブロック幹事 村松 

（北海道網走保健所長） 
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地域医療構想を進める上での課題（苦慮している点）について 

 

東北衛生行政研究会 

 

青森県 令和７年（2025年）には団塊の世代がすべて 75歳以上になる。高齢化の進展

による疾病構造の変化や重度の要介護者等の増加により、医療・介護のニーズ

が増大することが予想される。令和７年（2025 年）の必要病床数は急性期が過

剰となる一方、回復期が不足することで、全体で 3,486 床少ない推計となって

いる。 

岩手県 在宅医療等について需要増が見込まれるため、地理的条件や地域の介護力・

看護力などの実情を踏まえ、慢性期入院、在宅医療、介護施設入所等の最適配

分の検討し、人材確保を含めた在宅医療等の体制を整備することが課題となっ

ている。 

また、調整会議について、各構想区域を管轄する保健所が主催し、本庁の地

域医療構想担当課の職員も出席して運営しているが、構成員からの意見が、医

師確保、周産期医療提供体制の確保や介護に関することなど多岐にわたるため、

会議の場での対応に苦慮しているところ。 

宮城県 地域医療構想においては，推計された医療需要を基に必要病床数を算定して

いるが，当該病床数は病棟単位で機能を選定する病床機能報告による病床数と

の単純比較が出来ないため，医療機能ごとの病床数の現状を把握することに苦

慮している。 

秋田県 地道に地域医療構想を進めてきた結果、今年度上半期の調整会議では、病院

の建て替えを含むダウンサイジングを検討している病院が複数あり、今後具体

的な内容を詰めていくところまで来ていた。 

一方、今回の「統合再編の議論が必要な病院の公表」によって、その対応に

忙殺され、本来進めるべき議論が進められなくなってきた。 

山形県 県では平成 27年度から地域医療構想の実現に向けて、本庁と二次医療圏（４

保健所）が一体となり協議を進め H28.9に策定した（資料１）。全県と各圏域で

の課題は資料２のとおり。 

公的病院の再編統合について病院名を公表された４4/7 病院は急性期病床の

廃止または転換を決定済みで、残る 3病院（県立１・町立２）について、今後、

地域医療調整会議で議論を進める予定。 

福島県 地域医療構想調整会議を各医療圏に設置し、将来必要な医療提供体制の実現

に向けて議論を重ねているわけだが、当初想定以上の医療課題（医師偏在や外

来医療計画などの協議の場としても活用を例示している）への対応を求められ

るなど、負担が増大している。医療圏によっては、部会を設置し、コンパクト

に開催する工夫をしてはいるが、会議の内容によっては、メンバー構成につい

ても調整の必要があるため苦慮している。公立及び公的医療機関の再編に関す

る協議を始め、今後、地域医療支援病院の医師派遣機能などについても協議の

場とするよう法改正も含め検討していると聞く。どこまで地域に委ねる予定か

先が見えず、規模感もわからず、体制の準備もままならない。 
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岩 手 県 

 

 

 

平成 30年度の地域医療構想調整会議の開催状況について 

 

１ 岩手県地域医療構想調整会議（岩手県医療審議会医療計画部会） 

 第１回 

  期日：平成 30年６月 25日 

  議題：平成 30年度の地域医療構想調整会議の進め方について 

     具体的対応方針（2025年を見据えた医療機関の役割と医療機能ごとの病床数）の 

とりまとめ 

第２回 

  期日：平成 30年 11月１日 

  議題：地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について 

     ・医療機能の分類に関する定量的基準の検討について 

     ・地域医療構想アドバイザーの活用について 

第３回 

  期日：平成 31年２月６日 

  議題：平成 30年度の地域医療構想調整会議の開催状況について 

     ・各構想区域の地域医療構想調整会議開催状況、具体的対応方針議論の状況 

     ・地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策への対応 

 

２ 各構想区域地域医療構想調整会議 

（１）会議開催状況 

   各構想区域で１～３回開催 

    

（２）主な議題及び意見等 

第１回 

 主な議題：  

① 構想区域の人口動態、医療提供体制の現状について 

② 平成 30年度の地域医療構想調整会議の進め方について 

 主な意見等：  

○ 病院が乱立する都市部の議論を岩手の一地域に当てはめて一律に計画を立てようとして

いることに違和感がある。地域で唯一の病院が様々な機能を担っていることが想定されて

いない。へき地で勤務しようする医師や地域の住民が希望を持てるような改革を進めてほ

しい。 
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○ 病床機能の実態を把握するのであれば、県が明確な基準を示したうえで、医療機関から

聞き取りを行うべきではないか。 

○ 調整会議で議論を進めていくためにはコーディネーターを設置するなどの必要があるの

ではないか。 

第２回・第３回 

 主な議題： 

各病院の具体的対応方針（担うべき役割及び病床数）について 

（３）具体的対応方針議論の状況 

  ○ 公立病院及び公的医療機関等に係る具体的対応方針の議論の状況（平成 31年３月末現在）

は以下のとおり図１、２ 

○ その他の医療機関を含め、１つの構想区域を除いて、全ての病院に係る具体的対応方針

について各構想区域で平成 30年度中にとりまとめ 

○ 各構想区域で、地域包括ケア病床・病棟の導入を検討している病院があるなど、2025年

を見据えた対応が検討されている状況 

○ 盛岡構想区域においては介護医療院への転換意向を把握するなど医療と介護の連携に向

けた取組について検討されているところ 

⇒ 各構想区域でとりまとめた具体的対応方針については、令和元年度の岩手県地域医療構

想調整会議（岩手県医療審議会医療計画部会）において報告予定 
 

【図１ 公立病院に係る具体的対応方針議論の状況】           （病院数） 

 
 

【図２ 公的医療機関等に係る具体的対応方針議論の状況】        （病院数） 

 

 

３ 調整会議の活性化に向けた方策への対応 

（１）医療機能の分類に関する定量的基準の導入の検討 

   埼玉県方式による定量的基準について引き続き検討し、分析結果を調整会議で活用 

（２）地域医療構想アドバイザーの活用 

   ５名のアドバイザーと連携し、調整会議において客観的・専門的立場から助言を行う 
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地域医療構想調整会議の状況と今後の進め方について 
 

令和元年１０月１６日 

医 務 薬 事 課 

◎ 国からの要請内容と対応 

（１）定量的な基準 

昨年度、調整会議の議論の活性化を図るため、地域の実情を踏まえた定量的な

基準を導入することを求められた。 

       ↓ 

・１月～４月：各地域で専門部会などを開催し、急性期病棟を有する病院関係者

と具体的な基準について協議、意見聴取を行った。 

・７月～８月：今年度第１回調整会議全体会において、医療資源投入量推計方式

を説明し、概ね理解をいただいた（別紙参照）。  

（２）診療実績の公表 

全医療機関の診療データを分析した上で、診療実績が少ない公立・公的病院が

公表された。今後、病院機能の再編も踏まえた協議を行うよう都道府県へ要請す

る予定としている。（本県では５病院が該当） 

      ↓ 

県では、国からの詳細な説明があった後、５病院に対しては、個別に訪問し、

改めて公表内容を説明するとともに、今後の病院機能のあり方について伺うこと

とする。その後、調整会議（専門部会）を開催し、地域の関係者からの意見も十

分踏まえながら、慎重に議論を進めていく。    

 

◎ 今年度第１回調整会議での主な意見と対応 

  将来の人口減少や疾病構造の変化を見据え、医療機能の分化等に伴うダウンサ

イジングや、病院の建替などの具体的な意見があった。 

        ↓ 

  現在、医療介護基金を活用した医療機関のダウンサイジングに関する総合的な

支援をパッケージ化し、事業提案していることから、国からの内示が得られ次第、

対象となる医療機関と具体的な内容を詰めていく。 

 

※平成３１年度（令和元年度）の取組と今後の予定 

（１）第１回地域医療構想調整会議（７/１７～８/３０ 全８地域） 

 ・7/17 横手地域 ・7/30 能代・山本地域 ・8/7 大仙・仙北地域 

・8/8 大館・鹿角 ・8/19 由利本荘・にかほ地域 ・8/20 湯沢・雄勝地域 

・8/29 北秋田地域 ・8/30 秋田周辺地域 

（２）第２回地域医療構想調整会議（専門部会） 

 ・診療データ実績に基づく、各病院間の役割分担等に関する協議 

 ・地域の固有課題に関する協議 

秋田県 
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（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大館・鹿角 北秋田 能代・山本 秋田周辺 由利本荘・にかほ 大仙・仙北 横手 湯沢・雄勝 合計

高度急性期 67 13 72 480 77 65 97 31 902
急性期 300 50 300 1,408 374 308 360 155 3,255
回復期 296 57 246 1,120 246 250 192 137 2,544
慢性期 279 15 155 1,013 452 224 216 88 2,442
合計 942 135 773 4,021 1,149 847 865 411 9,143

○２０２５年の病床数の必要量

○医療資源投入量方式での病床数
大館・鹿角 北秋田 能代・山本 秋田周辺 由利本荘・にかほ 大仙・仙北 横手 湯沢・雄勝 合計

高度急性期 46 6 20 693 20 82 50 0 917
急性期 491 135 540 2,036 544 405 559 300 5,010
回復期 288 87 250 607 263 274 223 150 2,142
慢性期 510 0 335 1,063 547 263 100 57 2,875
合計 1,335 228 1,145 4,399 1,374 1,024 932 507 10,944

大館・鹿角 北秋田 能代・山本 秋田周辺 由利本荘・にかほ 大仙・仙北 横手 湯沢・雄勝 合計

高度急性期 0 0 0 616 7 0 10 0 633
急性期 597 170 706 2,355 602 539 662 341 5,972
回復期 228 58 104 365 218 222 160 109 1,464
慢性期 510 0 335 1,063 547 263 100 57 2,875
合計 1,335 228 1,145 4,399 1,374 1,024 932 507 10,944

○平成２９年度病床機能報告結果（第１回調整会議で一部修正）

○２０２５年の必要量との差
大館・鹿角 北秋田 能代・山本 秋田周辺 由利本荘・にかほ 大仙・仙北 横手 湯沢・雄勝 合計

高度急性期 ▲ 67 ▲ 13 ▲ 72 136 ▲ 70 ▲ 65 ▲ 87 ▲ 31 ▲ 269
急性期 297 120 406 947 228 231 302 186 2,717
回復期 ▲ 68 1 ▲ 142 ▲ 755 ▲ 28 ▲ 28 ▲ 32 ▲ 28 ▲ 1,080
慢性期 231 ▲ 15 180 50 95 39 ▲ 116 ▲ 31 433
合計 393 93 372 378 225 177 67 96 1,801

●医療資源投入量方式と２０２５年の必要量との差
大館・鹿角 北秋田 能代・山本 秋田周辺 由利本荘・にかほ 大仙・仙北 横手 湯沢・雄勝 合計

高度急性期 ▲ 21 ▲ 7 ▲ 52 213 ▲ 57 17 ▲ 47 ▲ 31 15
急性期 191 85 240 628 170 97 199 145 1,755
回復期 ▲ 8 30 4 ▲ 513 17 24 31 13 ▲ 402
慢性期 231 ▲ 15 180 50 95 39 ▲ 116 ▲ 31 433
合計 393 93 372 378 225 177 67 96 1,801
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地 域 医 療 構 想 の 実 現 に 向 け て 平成 28 年 10月 
健 康 福 祉 部 

１．地域医療構想の実現に向けた主な仕組み（医療法第３０条の１４、地域医療構想策定ガイドライン） 

２．本県地域医療構想の実現に向けた取組み 

○構想区域内の医療機関の自主的な取組み 

 ・医療機関は、医療機能の現状と、地域ごとの将来の医療需要と各医療機能の必要量を比較し、将来の必要量の達成を 

  目指して、自主的な取組みにより機能分化・連携を推進 

○地域医療構想調整会議等を活用した医療機関相互の協議 

 ・都道府県は、構想区域等ごとに調整会議を設け、関係者との連携を図りつつ、将来の医療機能の必要量を達成するため 

  の方策などを協議 

○地域医療介護総合確保基金の活用 

 ・病床機能の転換に必要な施設整備を補助するなど、医療機関による自主的な機能分化・連携の推進を支援 

 ・在宅（※）医療と介護サービスの提供体制の整備 ※構想における在宅の範囲は、自宅に加え、サービス付き高齢者向け住宅、 

   特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設など高齢者住宅や介護施設を想定。 

（１）地域医療構想調整会議の設置 

（２）地域医療介護総合確保基金※等を活用した施策展開 

毎年度の 
病床機能報告制度 
による集計数 

比
較 

地域医療構想の 
必要病床数 

構想区域内の医療機関の 
自主的な取組み 

地域医療構想調整会議等
を活用した 

医療機関相互の協議 

地域医療介護総合 
確保基金の活用 

実現に向けた取組みとＰＤＣＡ 

   各構想区域（村山、最上、置賜、庄内）に地域医療構想調整会議を設置 

    ※各二次保健医療圏に設置の地域保健医療協議会に同会議の機能を持たせる 

   【委   員】  保健医療関係者、福祉関係者、学識経験者、行政関係者、医療保険者 

   

      【進め方】     

 

         

       

 

  地域医療構想調整会議（地域保健医療協議会） 

【主な協議内容】 

（１）地域の病院等が担うべき病床機能 

（２）病床機能報告制度による情報の共有 

（３）在宅医療の拡充に向けた具体的な事業 

（４）その他地域医療構想の実現に向けた方策 

 
病床機能の調整に関するＷＧ 在宅医療に関する専門部会 

 

       山形県保健医療推進協議会   全県的な進捗状況の把握、評価 

各構想区域 

全県 

 病床機能調整推進部会  各構想区域における病床機能の 
                   調整に対する助言 

報 告 
調 整 等 

  地域医療構想に掲げる「病床機能の分化・連携」、「在宅医療の拡充」、「人材の確保・育成」を施策の３本柱とし、地域医療構想調整会議における協議等を踏まえ、関係者と

共に課題解決のための施策を展開。                                                                    

①将来目指すべき姿の   
   認識共有 

②構想を実現する上での 
課題の抽出 

③具体的な病床機能 
分化・連携、在宅医療等 
の在り方を議論・協議 

関係者の 
協議等を 
踏まえ 

〔病床機能の分化・連携〕 

 “各医療機関が自主的に”、病床機能の分化・連携を進める 

〔在宅医療等の拡充〕 

  “各関係機関が連携して”、地域の実情に応じた在宅医療の拡充を図る 

※取組みに対する財政支援 

資 料 １ 
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286  

411  

697  708  
5 

602 

84 
147 

45 

216 

221 

89 

43 

210 

236 

85 

病床機能報告 

 許可病床 

 （2015年） 

必要病床数 

（2013年） 

※入院患者ベース 

 

必要病床数 

（2025年） 

2,435  2,242  2,275  

1,665  
2,834  2,938  

6,158  
3,080  3,121  

1,153  

951  933  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

592  518  551  

348  694  698  

1,300  629  614  

384  

219  208  

1,903 

1,374 

3,277  3,503  

895  

1,020  

1,915  1,992  
30 

1,113 

510 

511 

164 

614 

521 

417 

159 

610 

573 

407 

2,464  

2,473  

4,937  

5,653 

1,185  1,218  1,232  

723  
1,398  1,431  

3,143  1,621  1,687  

734  

523  523  

山 形 県 地 域 医 療 構 想  の 概 要 に つ い て     資料２ 

１ 本県における地域医療構想 

① 病床の必要量（単位：床） 

5,548  

5,278  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

在宅医療等需要 

(2013) 

在宅医療等需要 

(2025) 

訪問診療分 訪問診療以外 

② 在宅医療等需要（人／日） 

11,716 

9,107 9,267 

11,856 

２ 構想区域における地域医療構想（第６次山形県保健医療計画における二次保健医療圏） 

10,826 

4,873 

5,931 

574 

891 

1,749 

2,179 

2,071 

2,715 

 
  

  ○急性期病床が多く、回復期病床が少な 
  い。 
 ○非稼働病床や稼働率が低い病床、在宅 
  療養が可能な患者の入院が見られる。 
 ○後期高齢者人口の増加に伴う在宅医療 
  等需要の増加に対し受入体制が不十分 
  である。 
 ○訪問看護や看取りなど在宅医療に対す 
  る県民の理解が不足している。 
 ○県内の医師、歯科医師、薬剤師、看護 
  職員等が不足している。 
 
 
 

  

 ① 病床機能の分化・連携 
  ・急性期病床から回復期病床等への機能転換 
  ・専門性や難易度が高い治療の集約化と広域 
   連携による病床規模の適正化 
  ・「地域医療連携推進法人」の活用も含めた 
   病院等の病床機能間の連携 
 ② 在宅医療の拡充 
  ・自宅以外でも医療・介護が受けられる多様 
   な居住環境の整備や居宅サービスの充実 
  ・医療・介護従事者、住民などへの在宅医療 
   に関する理解の促進 
  ③ 人材の確保・育成 
  ・山形方式・医師及び看護師等生涯サポート 
   プログラムに基づく人材確保・育成 
  ・山大と連携した新たな専門医制度への対応 

① 病床の必要量（床） 

② 在宅医療等需要（単位：人／日） 

② 在宅医療等需要（人／日） ① 病床の必要量（床） 

② 在宅医療等需要（人／日） ① 病床の必要量（床） 

② 在宅医療等需要（人／日） ① 病床の必要量（床） 

許可病床 2025年 2013年 2025年 

※「病床機能報告」の内訳については、「休棟等」が
あるため合計と一致しない。 

※2025年については、在宅医療等の受入体制の状況に
より内訳が変化するため全体数のみを明示 

○ 団塊の世代が75才以上の後期高齢者となり、医療や介護に大きなニーズが見込ま  
  れる2025年を見据えて、平成26年６月に「医療介護総合確保推進法」が成立。 
 
〇 都道府県は、将来の医療需要と必要病床数を示すとともに、目指すべき医療提供  
 体制を実現するための施策を内容とする「地域医療構想」を策定することとなった。 
 
○ 構想策定後は、構想区域ごとに地域医療構想調整会議を設け、関係者間の連携を図 
 りながら、構想の達成を推進するために必要な協議を行い構想の実現に向けた取組み 
 を進める。 

村山構想区域 

最上構想区域 

置賜構想区域 

庄内構想区域 

現状と課題 課題解決のための施策 

【主な課題と施策】 
〇三次医療機関を中心に、特に高度な医療等につい 
 ては、区域内及び最上・置賜構想区域との連携体 
 制を構築する。 
〇西村山・北村山地域においては、施設の老朽化に 
 より建替時期の迫っている病院があり、それぞれ 
 の地域における基幹病院では、診療機能を地域に 
 必要なものに重点化を図ったうえで、病床規模の 
 適正化を進めるとともに、非稼働病床や病床利用 
 率の低い病棟を有する病院においては、回復期機 
 能への転換と病床規模の適正化を進める。 
〇在宅医療等需要が大幅に増加することから、在宅 
  医療に取り組む医療・介護事業所数を拡大する。 

2013年 

4,760 

【主な課題と施策】 
〇県立新庄病院の改築整備に際して、区域内の病 
 院・診療所との連携及び機能分担や二次医療圏を 
 超えた広域的な連携体制の構築について、病床規 
 模を含め検討する。 
〇非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する急性 
 期機能を担う病院においては、地域に必要な診療 
 機能に重点化を図るとともに、病床規模の適正化 
 を推進する。 
〇訪問看護の対象エリアが広いため、病院及び訪問 
 看護事業所間の連携やサテライトの設置などを検 
 討し、訪問看護体制を強化する。 

【主な課題と施策】 
〇米沢市、東置賜・西置賜地域それぞれに建替時期 
 の迫っている病院が多く、それぞれの地域におい 
 て、基幹病院等を中心に急性期医療の病床を集約 
 し、基幹病院以外の二次医療機関を中心に回復期 
 機能の病床を確保していく。 
〇非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する急性 
 期機能を担う病院においては、地域に必要な診療 
 機能に重点化を図るとともに、病床規模の適正化 
 を推進する。 
〇訪問看護事業所の多くが小規模であることから、 
 夜間・小児・精神疾患などへのサービス充実に向 
 け、病院及び訪問看護事業所間の連携強化を図 

 る。  

【主な課題と施策】 
〇北庄内・南庄内地域のそれぞれの基幹病院等を中 
 心に急性期機能を集約化し、一部の特に高度な医 
 療を除き区域内で完結できるような役割分担や連 
 携体制を構築する。 
〇非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する急性 
 期機能を担う病院においては、地域に必要な診療 
 機能に重点化を図るとともに、病床規模の適正化 
 を推進する。 
〇在宅医療等需要が増加することから、地域医療情 
 報ネットワークの参加施設の拡大を図り連携を強 
 化するとともに、在宅医療に取り組む医療・介護 
 事業所数を拡大する。 

許可病床 2025年 2013年 2025年 2013年 

許可病床 2025年 2013年 2025年 2013年 

許可病床 2025年 2013年 2025年 2013年 

2,060 

1,716 

571 

部
４
０
－
３
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地域医療構想調整会議の議論の状況【福島県】

H31.3現在

Ｈ２９ Ｈ３０ 協議済 協議中

県北 2 3 23 9 0

県中 3 3 30 16 0

県南 2 3 6 2 0

会津・南会津 2 3 16 7 5

相双 3 3 14 4 4

いわき 3 5 21 11 0

計 15 20 110 49 9

【地域医療構想調整会議における協議の成果】

○調整会議を開催することにより、医療圏内の情報共有を図ることができた。

○各病院が、自院の患者像及び将来の医療需要を踏まえて、地域に必要な医療機能や連携について検討を進めることができた。

病院数

（精神単科を除
く全病院）

地域医療構想調整会議
開催状況

協議状況
（病床機能の変更や公的医療機

関等２０２５プラン）

○回復期機能の増加については、急性期病床を中心に、受け入れている患者の状態を検証し、実態に合った医療機能として回復期機能への
転換を決めた病院が多かったことが挙げられる。また、回復期への転換により、地域包括ケア病棟（床）入院料の算定が進むなど、回復期医
療提供体制の充実が図られてきている。

○慢性期については全体で大きく減少となったが、各病院が受け入れている入院患者の状態に応じて、回復期や介護医療院への転換など、
実態に合った機能への見直しが進んだことによる。

○高度急性期が減少した要因は、県立医科大学附属病院が実態に合った医療機能への見直しを行い、これまですべて高度急性期機能として
いた病床を実態に合わせて、一部急性期への見直しを行ったことが主な要因である。
　　一方で、会津、いわきにおいて、ＩＣＵの強化など高度急性期への転換が行われている。
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1 

 

利根圏域における病床整備計画の再検討について 

 

１ 再検討に当たっての課題 

○ 埼玉県済生会栗橋病院が久喜市から加須市へ移転することが予定され

ており、こうした状況を踏まえて医療機能を検討する必要がある。 

○ ＩＣＵ、ＨＵＣ等の高度急性期機能を有する病床数が相対的に少ない

ことを踏まえて医療機能を検討する必要がある。 

 

２ 再検討に当たっての視点 

○周産期機能 

地域のニーズが高く、医療従事者の確保見込み等を確認し、優先して

検討する。（羽生総合病院） 

 

○高度急性期機能 

利根（南）医療圏において、ＩＣＵ等の高度急性期機能を中心とした

病床の整備を検討する。（新久喜総合病院） 

 

○ポストアキュート機能 

利根（北）医療圏において、高度急性期・急性期治療を経過した患者

（ポストアキュート）の受入を中心とした病床の整備を検討する。（羽

生総合病院） 

 

３ 再検討の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 

本協議会での方向性の整理 

利根医療圏内の病院関係者で、新た

に整備する病床が担うべき機能や

病床数について協議 

（圏域内の全病院を対象とした協

議の場を設置） 

病院整備計画の見直し 

本協議会への報告 

病院関係者での協議 

地域包括ケア関係者意見交換 
急性期病院、回復期病院、老健施設、

特養等、市町村関係者で回復期病床

の望ましい役割について意見交換 
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2 

 

【継続協議に係る病院整備計画】 

病院名 計画地 計画病床数 主な機能 

新久喜総合病院 久喜市 150 床 
100 床 

50 床 

がん、脳卒中、心血管疾患、救急 

回復期リハビリテーション 

羽生総合病院 羽生市 130 床 

10 床 

5 床 

15 床 

100 床 

救急 

緩和ケア 

周産期 

回復期リハビリテーション 

パーク病院 白岡市 20 床 在宅療養支援 

東埼玉総合病院 幸手市 16 床 地域包括ケア 

 計 316 床  
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本日の検討部会での協議に当たっての視点 

 

〇高度急性期機能 

・がん医療について、他圏域のがん診療連携拠点病院への流出入院患者数３，６４６人

（２０１６年）に対して、新久喜総合病院の患者増の見込み数は４３２人となっている。 

→第者のニーズに合数しているか- 

・脳卒中、心血管疾思、救急医療について、他の救急医療圏への救急搬送件数４，１４

２人となっている。 

・新久喜総合病院の患者増の見込み数は、脳卒中：３９６人、心血管安患：９３４人、

救急：６７２人、計：２，０５２人となっている。 

・また、利根医療圏の医療需要推計では、心血管疾患:４２%増、脳卒中３３．９％増と

なっている。 

 

〇回復期機能（ポストアキュート機能、サプアキュート機能） 

・地域包括ケア病床等について、地城包括ケアシステムの構築主体である市町村の課題

を踏まえた計画となっているか。 

・ポストアキュート機能について、自院の急性期治療を終えた患者の転楝が中心ではな

く、他の医療機関との連携を踏まえた計画となっているか。 

また、羽生総合病院については、移転後の済生会加須病院（仮称）との連携が図れるか。 

・サプアキュート機能について、在宅や介護施設等からの急性増悪時の受入れと在宅復

帰支援を見込んだ計画となっているか。 

 

継続協議に係る病院整備計画(見直し後) 

病院名 計画地 
見直し前 

整備病床数 

見直し語 

整備病床数 
主な機能 

新久喜総合病院 久喜市 １５０床 １００床 がん、脳卒中、心血管疾思、救急 

羽生総合病院 羽生市 １３０床 ８０床 地域包括ケア、回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

パーク病院 白岡市 ２０床 ２０床 在宅療養支援 

東埼三総合病院 幸手市 １６床 １６床 地域包括ケア 

 計 ３１６床 ２１６床  

 

整備可能病床数 ２０７床  
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平成 30 年度病床機能報告の結果について 

 

地域医療構想の必要病床数と病床機能報告における医療機能の比較 

①県全体 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

医療機能 

Ｈ26年 

病床機能 

報告 

Ｈ27年 

病床機能 

報告 

Ｈ28年 

病床機能 

報告 

Ｈ29年 

病床機能 

報告 

Ｈ30 年 

病床機能 

報告 

H26→H30 

増減 

Ｈ37年 

(2025年) 

必要 

病床数 

高度 

急性期 
1,520 1,753 1,737 1,742 1,789 ＋269 930 

急性期 6,121 5,428 4,996 4,732 4,667 -1,454 3,254 

回復期 769 995 1,342 1,500 1,573 +804 2,725 

慢性期 5,565 5,526 5,489 5,478 5,324 -241 2,648 

休棟等 280 356 387 293 195 -85 ― 

計 14,255 14,058 13,951 13,745 13,548  9,557 

280  356  387  293  195  

5,565  5,526  5,489  5,478  5,324  

2,648  

769  995  1,342  1,500  1,573  

2,725  

6,121  5,428  4,996  4,732  4,667  

3,254  
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地

区
H2

9)
→

(全
県

H2
9〜

R元
)

テ
ー

マ
：

フ
レ

イ
ル

に
な

ら
な

い
た

め
の

高
齢

者
の

健
康

づ
く

り
「

わ
が

ま
ち

健
康

推
進

員
」

を
含

め
た

市
⺠

サ
ポ

ー
タ

ー
と

共
に

、
東

京
⼤

学
が

提
唱

す
る

フ
レ

イ
ル

予
防

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

し
、

高
齢

者
の

⾃
発

的
な

健
康

づ
く

り
を

促
す

・
高

齢
化

に
よ

り
心

⾝
の

活
⼒

が
低

下
し

た
状

態
で

あ
る

フ
レ

イ
ル

の
兆

候
に

早
期

に
気

づ
く

た
め

の
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

・
気

づ
き

と
定

期
的

チ
ェ

ッ
ク

に
よ

る
⾃

発
的

な
フ

レ
イ

ル
予

防
活

動
(運

動
・

栄
養

・
社

会
参

加
)の

促
進

「
フ

レ
イ

ル
（

虚
弱

）
」

…
⾃

⽴
し

た
⽣

活
は

で
き

る
が

高
齢

化
に

よ
る

心
⾝

の
活

⼒
の

低
下

が
み

ら
れ

る
状

態
の

こ
と

。
早

期
に

フ
レ

イ
ル

の
兆

候
に

気
づ

き
、

⽣
活

習
慣

を
⾒

直
す

こ
と

で
健

康
な

状
態

に
戻

る
こ

と
が

可
能

と
さ

れ
て

い
る

。

○
東

京
⼤

学
と

福
井

県
は

、
「

高
齢

者
の

⽅
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

安
心

し
て

暮
ら

し
続

け
ら

れ
る

社
会

」
の

実
現

に
向

け
在

宅
医

療
の

推
進

や
健

康
づ

く
り

等
を

柱
と

し
た

共
同

研
究

（
第

１
期

・
第

２
期

）
を

進
め

て
き

た
。

○
こ

れ
ま

で
の

共
同

研
究

の
成

果
を

踏
ま

え
、

本
県

の
在

宅
医

療
や

健
康

づ
く

り
施

策
の

更
な

る
発

展
を

目
指

し
、

平
成

29
年

度
よ

り
、

第
３

期
の

共
同

研
究

（
平

成
29

年
６

⽉
〜

令
和

2年
３

⽉
）

を
実

施
す

る
。

1

東
京
大
学
と
福
井
県
の
ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
共
同
研
究

主
治

医

副
主

治
医

在
宅

療
養

患
者

後
⽅

支
援

病
院

医
療
・
介
護
の

総
合
相
談

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

訪
問
診
療
・

在
宅
看
取
り

情 報 連 携

24
時
間
の
在
宅
医
療
体
制

副
主
治
医
に
よ
る
主
治
医
不
在
時
の
代
診

…
主

治
医

が
対

応
で

き
な

い
時

に
往

診
す

る
必

要
が

あ
っ

た
際

に
、

あ
ら

か
じ

め
決

め
て

お
い

た
副

主
治

医
が

代
診

に
⾏

く
後
方
支
援
病
院
に
よ
る
急
変
時
の
受
け
入
れ

…
患

者
が

急
変

し
て

在
宅

医
療

で
対

応
で

き
な

い
場

合
等

に
、

あ
ら

か
じ

め
決

め
て

お
い

た
後

⽅
支

援
病

院
に

搬
送

す
る

（
在

宅
患

者
用

の
ベ

ッ
ド

を
確

保
）

患
者
情
報
等
の
情
報
連
携

…
副

主
治

医
や

後
⽅

支
援

病
院

、
訪

問
看

護
師

等
が

主
治

医
と

連
携

す
る

た
め

に
、

IC
T等

を
用

い
て

情
報

共
有

を
⾏

う

医
療
・
介
護
の
総
合
相
談

…
在

宅
に

帰
る

こ
と

を
希

望
す

る
患

者
家

族
等

が
介

護
保

険
の

利
用

や
在

宅
医

療
に

対
応

で
き

る
か

か
り

つ
け

医
等

に
つ

い
て

相
談

で
き

る
窓

口
を

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

設
置

3
-2

3
-1

1
2

3
-2

3
-1

1
2

○
県

内
の

各
市

町
・

郡
市

医
師

会
区

域
に

お
い

て
、

「
①

医
療

・
介

護
の

総
合

相
談

窓
口

の
設

置
」

「
②

在
宅

ケ
ア

関
係

者
間

の
患

者
情

報
等

の
情

報
連

携
」

「
③

医
療

機
関

の
連

携
に

よ
る

24
時

間
の

在
宅

医
療

体
制

」
を

運
用

2

県
内
各
地
域
で
の
在
宅
医
療
体
制

3

20
25
年
の
先
の
課
題

6570758085909510
0

10
5

11
0

11
5

12
0

12
5

13
0

20
15

年
20

20
年

20
25

年
20

30
年

20
35

年
20

40
年

20
45

年
75

歳
〜

65
〜

74
歳

15
〜

64
歳

0〜
14

歳

高
齢

者
人

口
の

増
加

＝
在

宅
医

療
等

の
需
要
の
増
加

現
役

世
代

人
口

の
減

少
＝

在
宅

医
療

等
の

供
給
者
の
減
少

○
20

15
年

を
10

0と
し

た
年

齢
層

別
人

口
増

減
（

国
⽴

社
会

保
障

・
人

口
問

題
研

究
所

「
⽇

本
の

将
来

推
計

人
口

」
に

よ
る

）

こ
れ
か
ら
の
在
宅
医
療
提
供
体
制
の
構
築
の
た
め
に
、

将
来
の
需
要
量
と
供
給
者
像
の
⾒
込
み
を
把
握
し
、

地
域
で
体
制
構
築
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要

２
つ
の
深
刻
な
問
題
が
同
時
に
進
⾏
す
る
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4

モ
デ
ル
地
区
（
坂
井
地
区
）
で
の
実
施
事
業

○
目
的

20
25

年
に

向
け

て
在

宅
医

療
の

需
要

の
増

加
が

⾒
込

ま
れ

る
た

め
、

増
加

に
対

応
で

き
る

地
域

の
医

療
体

制
の

あ
り

か
た

を
検

討
し

、
体

制
整

備
の

実
現

に
向

け
た

取
り

組
み

を
⾏

う
。

○
実
施
体
制

・
県

か
ら

坂
井

地
区

医
師

会
に

事
業

実
施

を
委

託
・

坂
井

地
区

医
師

会
、

坂
井

地
区

広
域

連
合

、
県

を
中

心
に

取
り

組
み

を
進

め
て

い
る

○
実
施
内
容

・
在

宅
医

療
実

態
調

査
（

H2
9〜

30
）

将
来

坂
井

地
区

で
ど

れ
だ

け
在

宅
患

者
に

対
応

で
き

そ
う

か
を

推
計

す
る

た
め

、
「

在
宅

医
療

実
態

調
査

」
調

査
を

実
施

す
る

。

・
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
で

の
議

論
（

H2
9〜

30
）

上
記

調
査

結
果

を
ふ

ま
え

、
在

宅
医

療
を

⾏
っ

て
い

る
医

師
も

い
な

い
医

師
も

含
め

て
、

地
域

の
こ

れ
か

ら
の

在
宅

医
療

に
つ

い
て

話
し

合
う

。

・
こ

れ
か

ら
の

医
療

体
制

に
向

け
た

検
討

（
H3

0〜
）

調
査

結
果

や
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
の

意
⾒

、
こ

れ
ま

で
⾏

っ
て

き
た

取
り

組
み

を
ふ

ま
え

、
他

職
種

連
携

な
ど

に
よ

り
医

師
の

負
担

を
軽

減
さ

せ
る

た
め

の
仕

組
み

な
ど

、
在

宅
医

療
の

需
要

増
に

対
応

で
き

る
よ

う
な

こ
れ

か
ら

の
医

療
体

制
に

向
け

、
検

討
を

⾏
う

。
5

坂
井
地
区
で
の
モ
デ
ル
事
業
の
展
開

現
状

や
今

後
の

⾒
通

し
、

課
題

点
の

分
析

・
把

握
・

地
域

に
お

け
る

在
宅

医
の

在
宅

医
療

の
実

施
状

況
・

訪
問

診
療

の
実

際
の

⾒
え

る
化

・
将

来
の

在
宅

医
療

の
実

施
意

向
・

関
係

機
関

と
の

連
携

状
況

等
の

⾒
え

る
化

調
査

結
果

を
、

具
体

的
な

議
論

を
⾏

う
た

め
の

材
料

に
す

る

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

在
宅
医
療
実
態
調
査

在
宅

医
、

在
宅

医
以

外
の

医
師

、
病

院
医

に
よ

る
話

し
合

い
・

調
査

結
果

を
ふ

ま
え

た
そ

れ
ぞ

れ
の

⽴
場

か
ら

の
意

⾒
交

換
・

現
状

と
将

来
に

関
す

る
数

字
を

⽰
し

た
個

票
を

元
に

し
た

ブ
ロ

ッ
ク

に
お

け
る

こ
れ

か
ら

の
在

宅
医

療
体

制
の

検
討

在
宅

医
療

を
地

域
全

体
の

問
題

と
し

て
捉

え
た

上
で

、
様

々
な

角
度

か
ら

の
具

体
的

な
⽅

策
を

出
す

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

ブ
ロ
ッ
ク
会
議

こ
れ

か
ら

の
在

宅
医

療
提

供
体

制
の

た
め

の
仕

組
み

づ
く

り
・

副
主

治
医

制
や

病
院

と
の

協
⼒

体
制

、
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
と

の
連

携
体

制
な

ど
の

仕
組

み
の

検
討

・
仕

組
み

の
実

施
、

評
価

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３

施
策
の
展
開

6

坂
井
地
区
で
の
モ
デ
ル
事
業
の
現
在
ま
で
の
成
果

○
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

在
宅
医
療
実
態
調
査

・
⾏

動
範

囲
、

訪
問

に
か

け
る

時
間

、
訪

問
時

間
の

確
保

パ
タ

ー
ン

等
の

在
宅

医
の

働
き

⽅
に

か
か

わ
る

要
素

の
⾒

え
る

化
や

、
将

来
の

⾒
通

し
の

推
計

を
す

る
と

と
も

に
、

こ
れ

ら
の

他
地

域
へ

の
応

用
の

た
め

の
検

討
材

料
が

得
ら

れ
た

・
在

宅
医

も
そ

う
で

な
い

医
師

も
、

調
査

を
き

っ
か

け
に

、
こ

れ
か

ら
の

在
宅

医
療

の
提

供
体

制
に

つ
い

て
考

え
始

め
る

き
っ

か
け

と
な

っ
た

（
複

数
の

医
師

か
ら

、
今

よ
り

も
訪

問
活

動
を

増
加

さ
せ

る
意

向
が

確
認

で
き

た
）

○
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

ブ
ロ
ッ
ク
会
議

・
在

宅
医

も
そ

う
で

な
い

医
師

も
含

め
た

地
域

全
体

で
、

将
来

の
⾒

通
し

と
課

題
、

問
題

意
識

が
共

有
で

き
た

・
課

題
を

ふ
ま

え
た

今
後

の
展

開
の

⽅
向

性
が

得
ら

れ
た

（
在

宅
医

の
働

き
を

支
え

る
こ

と
を

主
眼

と
し

た
多

職
種

連
携

）

○
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３

施
策
の
展
開

（
実

施
中

）
・

⾏
政

・
医

師
会

・
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
を

始
め

た
と

し
た

各
職

種
が

、
地

域
ぐ

る
み

で
将

来
に

向
け

て
話

し
合

う
機

運
が

高
ま

っ
た

・
現

在
、

副
主

治
医

体
制

の
あ

り
⽅

、
在

宅
医

と
病

院
の

連
携

、
在

宅
医

と
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
と

の
連

携
、

AC
P普

及
啓

発
等

、
様

々
な

テ
ー

マ
に

つ
い

て
検

討
を

⾏
っ

て
い

る

7

モ
デ
ル
事
業
を
通
じ
て

○
訪
問
診
療
の
実
績
と
⾒
通
し
の
状
況
（
坂
井
地
区
）

地
区

全
体

で
は

現
在

よ
り

も
多

く
訪

問
診

療
を

実
施

し
て

い
く

意
向

が
確

認
さ

れ
た

が
、

こ
の

ま
ま

で
は

将
来

の
需

要
に

供
給

が
届

か
な

い
可

能
性

が
あ

る
↓

⼗
分
な
量
の
在
宅
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
、

新
し
い
提
供
体
制
の
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る

○
こ
れ
か
ら
に
向
け
た
ビ
ジ
ョ
ン

（
例

）
・

訪
問

時
間

を
確

保
し

て
よ

り
多

く
の

患
者

を
診

る
・

外
来

患
者

を
3人

程
度

診
る

と
こ

ろ
か

ら
、

新
た

に
在

宅
医

療
を

始
め

る
こ

と
を

検
討

す
る

・
「

在
宅

医
の

引
退

」
を

考
慮

に
入

れ
る

等

専
門

科
医

、
病

院
、

訪
問

看
護

師
等

の
コ

メ
デ

ィ
カ

ル
が

連
携

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

在
宅

医
だ

け
で

ま
か

な
い

き
れ

な
い

分
は

、
病

院
が

在
宅

患
者

を
診

る
こ

と
を

検
討

？

在
宅
医
が

が
ん
ば
る

体
制

在
宅
医
を

さ
さ
え
る

体
制

在
宅

患
者

の
Q
O
L

(Q
ua

lit
y 

of
 L

ife
)

の
向

上

在
宅

医
の

Q
O
W
L

(Q
ua

lit
y 

of
 W

or
k 

Li
fe

)
の

向
上

在
宅
医
療
の

量
の
向
上

（
よ
り
多
く
の

患
者
に
対
応
で

き
る
）

質
の
向
上

（
24
時
間
の

き
め
細
や
か
で

全
人
的
な

ケ
ア
）

を
両
⽴
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在
宅

医

8

こ
れ
か
ら
に
向
け
た
ビ
ジ
ョ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

外
来

患
者

を
3人

程
度

診
る

と
こ

ろ
か

ら
在

宅
医

療
を

始
め

る

専
門

科
医

⻭
科

医
師

・
薬

剤
師

・
管

理
栄

養
⼠

・
リ

ハ
職

な
ど在

宅
を

は
じ

め
て

い
な

い
医

師

訪
問

看
護

師

近
場

の
患

者
を

ま
と

め
て

診
る

、
診

療
時

間
の

最
適

化
な

ど
、

効
率

的
な

在
宅

医
療

の
実

践

昼
休

み
や

木
曜

午
後

の
訪

問
な

ど
、

訪
問

パ
タ

ー
ン

の
検

討

病
院

在
宅

医
だ

け
で

ま
か

な
い

き
れ

な
い

分
は

、
病

院
が

在
宅

患
者

を
診

る
こ

と
を

検
討

レ
ス

パ
イ

ト
や

急
変

患
者

の
受

け
入

れ

在
宅

医
の

副
主

治
医

の
引

き
受

け
皮

膚
病

な
ど

、
在

宅
患

者
・

在
宅

医
の

困
り

ご
と

へ
の

サ
ポ

ー
ト

（
介

入
に

関
す

る
相

談
・

外
来

の
検

討
な

ど
）

在
宅

医
が

が
ん

ば
る

体
制

在
宅

医
を

さ
さ

え
る

体
制

オ
ン

コ
ー

ル
の

一
次

対
応

、
夜

間
や

緊
急

時
の

対
応

嚥
下

機
能

維
持

や
薬

剤
指

導
、

栄
養

管
理

な
ど

、
在

宅
患

者
の

Q
O

L
維

持
の

連
携

副
主

治
医

制
な

ど
複

数
人

で
の

診
療

体
制

の
充

実

在
宅
医
療
・
介
護
政
策
の
実
施
体
制
（
『
第
７
次
福
井
県
医
療
計
画
』
よ
り
）

9

郡
市

医
師

会
市

町
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

連
携

県
医

師
会

連
携

サ
ポ

ー
ト

サ
ポ

ー
ト

県
・

県
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー

医
療

・
介

護
関

係
者

に
よ

る
協

議
の

場
の

開
催

・
住

⺠
普

及
啓

発
の

実
施

○
市
町
と
郡
市
医
師
会
等
が
協
⼒
し
て
、
地
域
の
実
情
に
即
し
て
、
在
宅
医
療
・
介

護
提
供
体
制
を
構
築
・
運
用
し
て
い
く

○
県
・
県
医
師
会
等
が
こ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

10

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

在
宅
医
療
実
態
調
査

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

ブ
ロ
ッ
ク
会
議Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３

施
策
の
展
開

県
全
体
の
体
制
構
築
に
向
け
て

11

在
宅
医
療
・
ケ
ア
の
需
要
が
増
え
、
担
い
⼿
が
減
る
将
来
を
⾒
据
え
た
、

地
域
に
お
け
る
こ
れ
か
ら
の
在
宅
医
療
提
供
体
制
を
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

地
域
の
⾏
政
・
医
師
会
等
が
と
も
に
検
討
し
て
い
く

事
業
の
目
的

○
県
の
役
割

・
モ

デ
ル

地
区

に
お

け
る

東
京

⼤
学

と
の

共
同

研
究

事
業

の
実

施
・

事
業

実
施

の
た

め
の

市
町

対
象

補
助

⾦
の

創
設

・
モ

デ
ル

事
業

の
成

果
を

踏
ま

え
た

、
全

県
で

の
実

施
に

あ
た

っ
て

の
て

び
き

の
作

成
・

提
供

・
県

医
師

会
・

郡
市

医
師

会
等

と
の

調
整

・
そ

の
他

技
術

的
援

助
・

情
報

提
供

○
市
町
の
役
割

・
郡

市
医

師
会

等
と

協
働

し
、

て
び

き
を

参
考

に
、

状
況

把
握

・
協

議
の

場
で

の
話

合
い

・
体

制
構

築
等

の
事

業
を

実
施
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12

補
助
事
業
に
つ
い
て

○
補
助
⾦
名

こ
れ

か
ら

の
在

宅
医

療
提

供
体

制
検

討
事

業
補

助
⾦

○
補
助
⾦
等
の
交
付
目
的

将
来

の
在

宅
医

療
の

需
要

増
お

よ
び

担
い

⼿
減

少
に

対
応

で
き

る
地

域
に

お
け

る
在

宅
医

療
提

供
体

制
の

あ
り

⽅
に

つ
い

て
、

市
町

が
主

体
と

な
り

郡
市

医
師

会
等

と
連

携
し

て
⾏

う
検

討
に

対
し

て
支

援
す

る
。

○
補
助
事
業
者

市
町

（
あ

わ
ら

市
、

坂
井

市
を

除
く

）

○
補
助
事
業
の
経
費
の
範
囲

こ
れ

か
ら

の
在

宅
医

療
提

供
体

制
検

討
に

要
す

る
経

費

○
補
助
対
象
費
目

賃
⾦

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料

○
補
助
率

10
/1

0

○
上
限
額

市
町

の
医

療
機

関
数

に
応

じ
た

額

○
補
助
事
業
実
施
期
間
（
予
定
）

Ｒ
元

〜
２

年
度

13

事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
の
て
び
き

［
て
び
き
の
主
な
掲
載
内
容
］

・
各

ST
EP

の
目

的
お

よ
び

取
り

組
む

と
良

い
こ

と
・

在
宅

医
療

の
需

要
量

・
供

給
量

を
推

計
す

る
に

あ
た

っ
て

の
計

算
⽅

法
の

一
例

・
調

査
を

⾏
う

際
に

尋
ね

る
と

良
い

項
目

と
そ

の
考

え
⽅

（
調

査
票

の
ひ

な
型

付
き

）
・

現
状

把
握

や
将

来
推

計
を

レ
ポ

ー
ト

に
ま

と
め

る
に

あ
た

っ
て

留
意

す
べ

き
ポ

イ
ン

ト
・

医
師

等
と

の
協

議
の

場
で

話
し

合
う

と
良

い
内

容
と

そ
の

ポ
イ

ン
ト

・
協

議
の

場
で

提
⽰

す
る

資
料

を
作

成
す

る
際

の
ポ

イ
ン

ト
・

提
供

体
制

構
築

あ
た

っ
て

検
討

す
る

内
容

の
例

・
補

助
⾦

の
概

要
・

Ｑ
＆

Ａ

○
モ
デ
ル
地
区
で
の
研
究
事
業
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
、
各
地
域
で
事
業
を
実
施

す
る
に
あ
た
っ
て
の
て
び
き
を
作
成
し
た
。

○
て
び
き
に
沿
え
ば
、
事
業
が
進
め
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

適
宜
て
び
き
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
独
自
性
の
あ
る

事
業
と
し
て
い
た
だ
い
て
も
よ
い
。

14

今
後
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

医
師

会
等

と
の

話
合

い
を

通
じ

て
、

事
業

の
お

お
ま

か
な

内
容

や
進

め
⽅

な
ど

に
つ

い
て

⽅
針

を
決

め
る

調
査

等
を

通
じ

て
、

需
要

・
供

給
に

つ
い

て
の

現
況

・
将

来
⾒

通
し

を
ま

と
め

る 地
域

の
医

師
等

と
、

将
来

⾒
通

し
や

地
域

の
課

題
を

共
有

す
る

関
係

団
体

等
と

と
も

に
課

題
解

決
に

向
け

た
取

組
を

企
画

・
⽴

案
し

、
実

⾏
す

る

Ｒ
元

遅
く

と
も

今
年

度
中

に
は

見
通

し
を

付
け

る

担
い

手
の

減
少

が
早

く
訪

れ
る

地
域

は
、

2
0
3
0
年

を
待

た
ず

に
体

制
構

築
が

必
要

Ｒ
２

Ｒ
３ 〜

県
全
体
の
体
制
構
築
に
向
け
て

15

○
在
宅
医
療
の
提
供
体
制
の
あ
り
方
・
内
容
に
つ
い
て
は
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
様
々
な
形
が
あ
り
う
る
が
、
さ
ら
な
る
高
齢
化
・

人
口
減
少
が
進
む
中
に
お
い
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
外
せ
な
い
要
素
で
あ
り
、

市
町
が
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。

○
県
と
し
て
は
、
各
地
域
に
お
け
る
事
業
の
進
捗
状
況
を
把
握
さ
せ

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
県
下
で
の
情
報
共
有
を
図
る
な
ど
、
各
市

町
の
取
組
を
支
援
し
て
い
き
た
い
。
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○
医
師
不
足
に
よ
る
大
幅
な
入
院
制
限
や
地
域
医

療
再
生

計
画

に
基

づ
く
病
床

転
換

に
よ
る
休
床
が
医
療
需
要
の
過
小
評

価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

、
病

床
機

能
の
分
化
・
連
携
に
あ
た
っ
て
は

、
病

床
不
足

や
医
師

不
足

に
陥
ら
な
い
よ
う
湖
北

区
域

の
実
態
を
き
め
細
や
か

に
分

析
し
つ
つ
進

め
る
。

○
現
状
に
お
い
て
も
、
医
療
不
足
が
診

療
活
動

、
特

に
大
幅
な
入
院
制

限
（
病
床
稼

働
率

の
低
下

）
に
影
響
を
与
え
て
い
る
た
め
、
医

師
を
は

じ
め

と
し
た
医
療

従
事
者
の

確
保
が
重
要

。

○
高
度
急
性
期

、
急
性
期
に
お
い
て
は

、
そ
れ
ぞ
れ
の
病

院
が

持
つ
強
み
を
生
か
し
た
機
能
分
化
と
協
力
体

制
の
充

実
を

め
ざ
す
。

○
慢

性
期

機
能

の
区

域
内

完
結

率
が

著
し
く
低

く
、

地
域
や
住
民

か
ら
は
地
域

完
結
型

の
医
療

提
供

体
制

構
築

へ
の
希
望

が
強
い
た
め
、
必

要
な
病

床
機

能
を

確
保

充
実

し
て
い
く
。

☆
地
域
医
療

構
想
推
進
の
ポ
イ
ン
ト

【
湖
北
区
域

】

1

※
単
位
：
人
／
日
（
1
0
人
未
満
は
非
公
表
）

※
％

は
区

域
内
完

結
率

機
能
別
患
者
流
出
⼊
数
の
推
計
（
20
25
年
）

2

湖
北

（
8
6
.9
％

）
湖

北
（
8
9
.3
％

）

湖
北

（
2
2
.9
％

）
湖

北
（
8
2
.7
％

）

４
３

２
１

市
立

長
浜

病
院

【
６
０
０
床

】
【
高

度
急
性

期
１
８
１
床
】

【
急

性
期

１
５
０
床
】

【
回

復
期

１
０
３
床
】

【
慢

性
期

５
２
床

】

長
浜

赤
十

字
病

院

【
５
０
４
床

】
【
高

度
急

性
期

１
７
８
床

】

【
急

性
期

１
７
１
床

】

【
回

復
期

８
１
床

】

【
感

染
症

４
床

】

【
精

神
７
０
床

】

長
浜

市
立

湖
北

病
院

【
１
４
０
床

】
【
急

性
期

４
８
床

】

【
回

復
期

３
５
床

】

【
慢

性
期

５
７
床

】

セ
フ
ィ
ロ
ト
病

院
【
１
７
９
床
】

【
精

神
１
７
９
床

】
Ｒ
元

年

現
在

A
病

院
高

度
急

性
期

急
性

期

Ｂ
病

院
回

復
期

慢
性

期

（
急

性
期

）

Ｃ
病

院
回

復
期

慢
性

期

（
急

性
期

）

湖
北

圏
域

に
お
け
る

病
院

機
能

の
再

編
（
案

）
【
イ
メ
ー

ジ
図

】

病
院

機
能

の
再

編

（
精

神
病
床
・
感

染
症
病
床
含
む
）

Ｄ
病

院
精

神
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四国ブロックにおける現状（地域医療構想）
令和元年度全国衛生行政研究会セミナー

H31.10.22

愛媛県 香川県

1. 目標数値（病床数）指標に振り回される

2. 地域医療構想調整会議の責任が重いように思われ
る

3. 地域医療構想調整会議等では、圏域の将来の医療
をどうするかというよりも各々の医療機関の事情の
話になりやすい

4. 基金の使い方について、長期展望に立った病床整
理につながるような使い方が難しい

5. 圏域によっては、病床の機能・数の整理や議論よ
りも、まず医師不足・医師確保の解決がないと病床
の維持ができない地区がある

1. 平成26年度から平成30年度まで病床機能報告で急
性期6,367→6,034、回復期1,096→1,638と計画の方
向に進んではいるものの、計画の実現にはまだ遠
い。

2. より実態に近い数字で議論を行うために今年度か
ら病棟単位の数字ではなく病床単位での報告を求め
ている。

3. 調整会議に参加しているのが急性期の医療機関が
ほとんどであるため、回復期や慢性期の議論が難し
い。

4. 回復期や慢性期の議論を進めるため、昨年度より
調整会議の部会として在宅医療部会を設置した。

5. 再編統合の再検証が必要な公立公的医療機関リス
トへの対応についての議論が下半期の議論の中心と
なるだろう。

高知県 徳島県

1. 主として療養病床からの転換に注力しており、転
換補助金の補助率嵩上げや介護報酬の特例期限もあ
り、年度内に1000床超の転換見込みです。

2. 急性期・回復期の境界線は佐賀県方式の定量的基
準を導入したものの、劇的な境界移動にまでは至っ
ていません。

3 .公立・公的の再検証は５病院が対象。県境の公立
３病院はへき地医療拠点病院のため外れました。各
施設のトップには説明し、概ね冷静な受け止めと
なっています。

1. 事務局は県庁医療政策担当部署が担当、保健所は
所長を中心に県庁をサポートする体制を取ってい
る。

2. R1年度より各圏域調整会議の議長が保健所長から
医師会長に変更された。

3. 再検証の公立・公的病院に、既に統合検討中の国
立病院機構系医療機関が1つ含まれている。

4. 地域医療構想調整会議において、地域医療構想の
目的や、慢性期機能と介護療養の考え方に理解が不
十分な委員が複数含まれる。

5. 診療科ごとの検討は全く進んでいない。

（R1取りまとめ：徳島県）
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医
療

構
想

と
包

括
ケ

ア
の

推
進

に
お

け
る

保
健

所
の

役
割

に
つ

い
て

の
研

究

在
宅

医
療

に
関

す
る

保
健

所
ア

ン
ケ

ー
ト

の
結

果 1

分
担

事
業

者
：
兵

庫
県

丹
波

保
健

所
逢

坂
悟

郎

仮
説

１

１
、

多
く
の

保
健

所
は

、
国

が
す

で
に

提
供

し
て

い
る

各
種

の
在

宅
医

療
に

関
わ

る
デ

ー
タ

を
知

ら
な

い
、

あ
る

い
は

、
知

っ
て

い
て

も
活

用
で

き
て

い
な

い
の

で
は

な
い

か

２
、

多
く
の

保
健

所
は

、
管

内
の

在
宅

医
療

の
現

状
を

あ
ま

り
把

握
し

て
い

な
い

の
で

は
な

い
か

２

仮
説

２

３
、

一
部

の
保

健
所

で
は

、
在

宅
医

療
の

充
実

に
、

一
定

の
成

果
を

上
げ

て
い

る
可

能
性

が
あ

り
、

他
の

保
健

所
の

参
考

に
な

る
の

で
は

な
い

か

４
、

医
療

計
画

（
圏

域
）
に

お
け

る
在

宅
医

療
に

つ
い

て
の

記
載

で
、

具
体

的
な

数
値

目
標

に
つ

い
て

の
記

載
は

な
い

の
で

は
な

い
か

３

回
収
数
と

回
収

数

保
健

所
数

回
収

数
回

収
率

都
道

府
県

3
5
9

2
0
0

5
5
.7

%

指
定

都
市

2
6

1
4

5
3
.8

%

中
核

市
6
4

3
5

5
4
.7

%
そ

の
他

政
令

市

特
別

区
2
3

1
1

4
7
.8

%

合
計

4
7
2

2
6
0

5
5
.1

%
4
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保
健
所
類

型
別

回
収
率

5
6

5
45
5

4
8

5
5

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

都
道

府
県

指
定

都
市

中
核

市
・
そ

の
他

政
令

市

特
別

区

合
計

（
％

）
5

県
型

保
健
所

都
道

府
県
別

の
回

答
率

0
%

1
0

%

2
0

%

3
0

%

4
0

%

5
0

%

6
0

%

7
0

%

8
0

%

9
0

%

1
0

0
%

6

1
(1

)在
宅

医
療

に
お

け
る

評
価

指
標

(複
数

回
答

)

3
7

3
1

1
3

2
7

2
1

3
3

3
7

0
1
0

2
0

3
0

4
0

評
価

を
し

て
い

な
い

・
評

価
の

指

標
は

な
い

訪
問

診
療

患
者

数

個
々

の
医

療
機

関
の

訪
問

診
療

患

者
数

2
4
時

間
対

応
の

在
宅

医
療

機
関

（
診

療
所

）
数

在
宅

医
療

を
専

門
に

行
う

診
療

所

数

自
宅

死
の

割
合

そ
の

他

（
％

）

7

＜
そ

の
他

＞
・
訪

問
を

実
施

す
る

診
療

所
・
病

院
数

・
看

取
り

数
・
看

取
り

数
を

行
う

診
療

所
・
病

院
数

1
(2

) 
｢在

宅
医

療
に

か
か

る
地

域
別

デ
ー

タ
集

｣
活

用
の

有
無

（
単

数
回

答
） 2
5

3
3

1
0

3
1

1

0
5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

活
用
を
し
た
こ
と
が
あ
る

デ
ー
タ
を
⾒
た
こ
と
は
が
あ
る
が
、
活
用
は

し
て
い
な
い

デ
ー
タ
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
⾒

た
こ
と
は
な
い

デ
ー
タ
の
公
開
を
知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

（
％

）8
＊

厚
労

省
の

「
在

宅
医

療
に

か
か

る
地

域
別

デ
ー

タ
集

」
は

2
5
％

し
か

活
用

さ
れ

て
い

な
い
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仮
説

１
に

つ
い

て

１
、

多
く
の

保
健

所
は

、
国

が
す

で
に

提
供

し
て

い
る

各
種

の
在

宅
医

療
に

関
わ

る
デ

ー
タ

を
知

ら
な

い
、

あ
る

い
は

、
知

っ
て

い
て

も
活

用
で

き
て

い
な

い
の

で
は

な
い

か
今

回
提

供
し

た
厚

労
省

の
「
在

宅
医

療
に

か
か

る
地

域
別

デ
ー

タ
集

」
を

「
活

用
し

た
こ

と
が

あ
る

」
が

2
5
％

、
「
デ

ー
タ

を
見

た
こ

と
は

が
あ

る
が

、
活

用
は

し
て

い
な

い
」
3
3
.5

%
に

留
ま

っ
た

。

そ
の

他
の

国
の

デ
ー

タ
と

し
て

は
、

N
D

B
デ

ー
タ

、
医

療
施

設
調

査
、

人
口

動
態

調
査

の
活

用
が

散
見

さ
れ

た
。

９

訪
問
診
療

医
・

訪
問
看

護
の

体
制

に
対
す
る

評
価

と
対
策

1
0

1
(4

)訪
問

診
療

医
の

体
制

に
対

す
る

評
価

(単
数

回
答

)

（
ヵ

所
数

） 1
1

＊
1

7
0
の

保
健

所
は

、
現

在
、

あ
る

い
は

将
来

、
在

宅
医

療
に

危
機

感
を

持
っ

て
い

る
。

一
方

、
評

価
が

で
き

て
い

な
い

保
健

所
は

8
5
あ

っ
た

。

1
1
8

5
2

4

3
4

5
1

1

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

現
在

で
も

不
足

現
在

は
充

足
も

、
将

来
的

（
2
02

5
年

）
不

足

現
在

も
将

来
（
20

2
5
年

）
に

も
充

足
と

予
測

デ
ー

タ
等

が
不

十
分

で
わ

か
ら

な
い

評
価

を
し

て
い

な
い

無
回

答
N

=
2
6
0

1
(4

)①
検

討
し

て
い

る
解

決
策

（
複

数
回

答
）

3
6

1
6

3
4

5
9

4

0
2
0

4
0

6
0

既
存
の
診
療
所
に
従
来
型
の
在
宅
療
養
⽀
援
診
療
所
に

既
存
・
新
規
の
診
療
所
に
機
能
強
化
型
の
在
宅
療
養
⽀

援
診
療
所
に

病
院
に
在
宅
療
養
⽀
援
病
院
等
に
な
っ
て
訪
問
診
療
を

す
る
よ
う
促
す

そ
の
他

無
回
答

（
％

）

1
2

＜
そ

の
他

＞
・
訪

問
診

療
医

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
の

た
め

の
市

町
支

援
・
病

院
後

方
支

援
体

制
の

し
く
み

づ
く
り

・
IC

T
を

活
用

し
た

在
宅

支
援

シ
ス

テ
ム

に
お

る
複

数
主

治
医

制

・
解

決
策

を
提

示
す

る
こ

と
は

難
し

い
、

検
討

中
（
６

保
健

所
）
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在
宅
医
療

関
連

デ
ー
タ

の
把

握
の
有

無
と

デ
ー
タ

源

1
3

在
宅
医
療

関
連

デ
ー
タ

の
把

握
の
有

無
(単

数
回

答
)

（
％

）

5
5

2
3

5
2

5
0

6
7

6
2

8
1

8
2

6
8

7
68
0

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

訪
問

診
療

患
者

数

個
々

の
医

療
機

関
の

訪
問

診
療

患
者

数

2
4
時

間
対

応
の

在
宅

医
療

機
関

数

在
宅

医
療

を
専

門
に

行
う

診
療

所
数

自
宅

死
の

割
合

老
人

ホ
ー

ム
死

の
割

合

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
の

箇
所

数

在
宅

療
養

支
援

病
院

の
箇

所
数

在
宅

療
養

後
方

支
援

病
院

の
箇

所
数

在
宅

歯
科

訪
問

診
療

を
行

う
診

療
所

数

訪
問

看
護

の
箇

所
数

把
握
し
て
い
る

把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

1
4

把
握

し
て
い

る
在

宅
医

療
の

デ
ー

タ
源

（
複

数
回
答

）

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

訪
問

診
療

患
者

数
個

々
の

医
療

機
関

の
訪

問
診

療
患

者
数

2
4
時

間
対

応
の

在
宅

医
療

機
関

数
在

宅
医

療
を

専
門

に
行

う
診

療
所

数
自

宅
死

の
割

合
老

人
ホ

ー
ム

死
の

割
合

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
の

箇
所

数
在

宅
療

養
支

援
病

院
の

箇
所

数
在

宅
療

養
後

方
支

援
病

院
の

箇
所

数
在

宅
歯

科
訪

問
診

療
を

行
う

診
療

所
数

訪
問

看
護

の
箇

所
数

保
健

所
独

自
調

査

都
道

府
県

か
ら

提
供

さ
れ

て
い

る
デ

ー
タ

地
方

厚
生

局
か

ら
提

供
さ

れ
て

い
る

デ
ー

タ

「
在

宅
医

療
に

か
か

わ
る

地
域

別
デ

ー
タ

」

厚
労

省
医

療
計

画
作

成
支

援
デ

ー
タ

ブ
ッ

ク

そ
の

他

無
回

答
＊

都
道

府
県

、
厚

生
局

、
在

宅
医

療
の

地
域

別
デ

ー
タ

が
多

い
1

5

＊

仮
説

１
に

つ
い

て

２
、

多
く
の

保
健

所
は

在
宅

医
療

の
現

状
を

あ
ま

り
把

握
し

て
い

な
い

の
で

は
な

い
か

・
回

答
し

た
保

健
所

か
ら

「
個

々
の

医
療

機
関

の
訪

問
診

療
患

者
数

」
把

握
の

2
3
%を

除
い

て
、

各
項

目
に

50
～

80
%は

、
管

内
の

在
宅

医
療

関
す

る
デ

ー
タ

を
把

握
し

て
い

た
。

・
把

握
し

て
い

る
在

宅
医

療
の

デ
ー

タ
源

は
、

都
道

府
県

、
厚

生
局

、
在

宅
医

療
の

地
域

別
デ

ー
タ

が
多

か
っ

た
。

し
か

し
、
訪
問
診
療
医
の
体
制
に
対
す
る
評
価
が
で
き
て
い
な

い
保
健
所
が
85
ヵ
所
（
33
%
）
あ
り
、
こ
れ
ら
の
保
健
所
は

在
宅
医
療
デ
ー
タ
の
⼀
部
は
把
握
で
き
て
も
、
在
宅
医
療
の

現
状
把
握
に
活
用
で
き
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。

２
０
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2
(1

)在
宅

医
療

体
制

の
構

築
に

関
す

る
取

り
組

み
の

有
無

(複
数

回
答

)

2
8

8

2

55

7

32

7

4
3

3
6

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0

関
わ

っ
て

い
な

い

主
治

医
・
副

主
治

医
制

（
診

療
所

の
グ

ル
ー

プ
化

）
の

体
制

構
…

在
宅

医
療

専
門

医
の

育
成

に
協

力
し

た

新
た

な
在

宅
医

の
育

成
に

協
力

し
た

地
域

の
在

宅
医

療
を

確
保

す
る

た
め

、
管

内
の

病
院

を
在

宅
…

中
小

病
院

が
地

域
包

括
ケ

ア
病

棟
を

持
つ

よ
う

に
誘

導
し

在
…

在
宅

医
の

夜
間

負
担

軽
減

の
た

め
、

在
宅

療
養

（
後

方
）
支

援
…

訪
問

看
護

に
2
4
時

間
対

応
体

制
を

取
る

よ
う

に
働

き
か

け
た

在
宅

医
療

に
か

か
る

薬
局

の
体

制
づ

く
り

を
行

っ
た

医
療

構
想

調
整

会
議

な
ど

で
在

宅
医

療
に

関
し

て
取

り
上

げ
…

そ
の

他

（
％

）

1
7

＜
そ

の
他

＞
・
小

児
の

在
宅

医
を

育
成

し
た

。
・
訪

問
歯

科
診

療
や

口
腔

ケ
ア

が
定

着
に

取
り

組
ん

だ
。

・
多

職
種

連
携

会
議

を
開

催
し

て
い

る
。

仮
説

２
に

つ
い

て

３
、

一
部

の
保

健
所

で
は

、
在

宅
医

療
の

充
実

に
、

一
定

の
成

果
を

上
げ

て
い

る
可

能
性

が
あ

り
、

他
の

保
健

所
の

参
考

に
な

る
の

で
は

な
い

か

1
7
0
 ヵ

所
（
6
5
％

）
の

保
健

所
は

、
現

在
、

あ
る

い
は

将
来

、
在

宅
医

療
に

危
機

感
を

持
っ

て
い

る
。

在
宅

医
療

に
危

機
感

を
持

っ
て

い
る

保
健

所
の

う
ち

、
解

決
策

に
つ

い
て

そ
の

他
で

「
解

決
策

を
提

示
す

る
こ

と
は

難
し

い
」
と

回
答

し
た

6
保

健
所

を
除

い
た

1
6
4
保

健
所

（
6
4
%
）
は

、
な

ん
ら

か
の

在
宅

医
療

の
充

実
へ

の
戦

略
を

持
っ

て
い

る
と

言
え

る
。

回
収

率
が

5
5
.1

％
で

あ
る

こ
と

を
考

慮
す

る
と

、
全

国
で

は
3
5
%
程

度
の

保
健

所
が

な
ん

ら
か

の
在

宅
医

療
の

充
実

へ
の

戦
略

を
持

っ
て

い
る

と
言

え
る

。
在

宅
医

療
体

制
の

構
築

に
関

す
る

取
り

組
み

に
関

わ
っ

て
い

る
保

健
所

で
は

、
「
医

療
構

想
調

整
会

議
な

ど
で

在
宅

医
療

に
関

し
て

取
り

上
げ

て
、

体
制

構
築

を
図

っ
た

」
4
3
%
と

最
多

だ
が

、
「
中

小
病

院
が

地
域

包
括

ケ
ア

病
棟

を
持

つ
よ

う
に

誘
導

し
在

宅
医

療
へ

参
入

を
促

し
た

」
7
%
、

「
主

治
医

・
副

主
治

医
制

（
あ

る
い

は
診

療
所

の
グ

ル
ー

プ
化

）
の

体
制

構
築

に
協

力
し

た
」
8
%
な

ど
実

践
的

な
活

動
も

見
ら

れ
た

。
ま

た
、

1
8
保

健
所

で
は

複
数

の
取

り
組

み
が

実
施

さ
れ

て
い

た
。

２
２

3
(1

)医
療

計
画
に
つ

い
て

7
8

1
8

3

0
5
0

1
0
0

は
い

い
い
え

無
回
答医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療

の
具
体
的
数
値
目
標
の
有
無

（
％

）

退
院

支
援

を
受

け
た

患
者

数
（

レ
セ

プ
ト

件
数

）

退
院

支
援

の
仕

組
み

が
構

築
さ

れ
て

い
る

在
宅

医
療

圏
数

訪
問

診
療

を
実

施
し

て
い

る
診

療
所

・
病

院
数

訪
問

診
療

を
受

け
た

患
者

数
（

レ
セ

プ
ト

件
数

）

訪
問

看
護

利
用

者
数

（
1
ヶ

月
の

利
用

者
）

訪
問

歯
科

診
療

を
実

施
し

て
い

る
歯

科
診

療
所

数

訪
問

薬
剤

指
導

を
実

施
し

て
い

る
薬

局
数

2
4
時

間
体

制
を

と
っ

て
い

る
訪

問
看

護
事

業
所

従
事

者
数

在
宅

看
取

り
（

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
）

を
実

施
し

て
い

る
病

院
・

診
療

所
数

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
を

受
け

た
患

者
数

（
レ

セ
プ

ト
件

数
）

在
宅

死
亡

割
合

（
％

）

看
取

り
数

（
死

亡
診

断
書

の
み

の
場

合
を

含
む

レ
セ

プ
ト

件
数

（
長

崎
県

）
1

9

3
(2

) 
、

(3
)二

次
医
療
圏
毎
の
圏
域
計
画
に
つ
い
て

(単
数

回
答

)

4
2

5
8

0
5
0

1
0
0

は
い

い
い
え在

宅
医

療
の

具
体

的
数

値

目
標

の
有

無

6
2

3
5

0
5
0

1
0
0

は
い

い
い
え⼆
次
医
療
圏
毎
の
圏
域
計
画

の
有
無

（
％

）
（
％

）
2

0
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圏
域
計
画

の
例

第
７

期
岐

阜
県

保
健

医
療

計
画

（
H

3
0
～

H
3
5
年

度
、

東
濃

圏
域

）
に

お
い

て

①
在

宅
看

取
り

を
実

施
し

て
い

る
医

療
機

関
数

（
H

3
2
年

度
：
2
6
ケ

所
以

上
、

H
3
5
年

度
：
2
9
ヶ

所
以

上
）
、

②
訪

問
診

療
を

実
施

し
て

い
る

医
療

機
関

数
（
H

3
2
年

度
：
7
5
ケ

所
以

上
、

H
3
5
年

度
：
8
1
ケ

所
以

上
）
、

③
往

診
を

実
施

し
て

い
る

医
療

機
関

数
（
H

3
2
年

度
：
8
6
ケ

所
以

上
、

H
3
5
年

度
：
9
4
ケ

所
以

上
）
、

④
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

（
病

院
）
数

（
H

3
2
年

度
：
2
9
ヶ

所
以

上
、

H
3
5
年

度
：
3
1
ヶ

所
以

上
）

の
数

値
を

設
定

（
岐

阜
県

東
濃

保
健

所
）

2
1

仮
説

２
に

つ
い

て

４
、

医
療

計
画

（
圏

域
）
に

お
け

る
在

宅
医

療
に

つ
い

て
の

記
載

で
、

具
体

的
な

数
値

目
標

に
つ

い
て

の
記

載
は

な
い

の
で

は
な

い
か

・
都

道
府

県
の

医
療

計
画

の
78

％
に

在
宅

医
療

の
具

体
的

数
値

目
標

に
つ

い
て

記
載

が
有

っ
た

。

・
圏

域
計

画
が

存
在

す
る

と
の

回
答

は
62

%
で

あ
り

、
そ

の
う

ち
で

、

在
宅

医
療

の
具

体

的
数

値
目

標
に

つ
い

て
有

る
の

は
4
2%

で
あ

っ
た

。

・
圏

域
計

画
で

在
宅

医
療

の
具

体
的

数
値

目
標

が
有

る
の

は
、

回

答
保

健
所

の
2
6
％

（6
2
%×

42
%
）と

少
数

に
留

ま
っ

た
。

２
７

保
健

所
類

型
別

分
析

2
3

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

評
価
を
し
て
い
な
い
・
評
価
の
指
標
は
な
い

訪
問

診
療
患

者
数

個
々
の
医
療
機
関
の
訪
問
診
療
患
者
数

2
4
時
間
対
応
の
在
宅
医
療
機
関
（
診
療
所
）
数

在
宅
医
療
を
専
門
に
⾏
う
診
療
所
数

⾃
宅
死
の
割
合

特
別
区
型

保
健
所
政
令
市
・
中
核
市
型

指
定
都
市
型

都
道
府
県
型

1
(1

)在
宅

医
療
に
お

け
る
評

価
指
標

(複
数

回
答

)

2
4

（
％

）

「
評

価
し

て
な

い
」
が

特
別

区
、

中
核

市
等

で
5
0
％

強
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保
健

所
類

型
別

分
析

訪
問

診
療

医
・
訪

問
看

護
の

体
制

に
対

す
る

評
価

と
対

策

2
5

1
(4

)訪
問

診
療
医
の

体
制
に

対
す
る

評
価

(単
数

回
答

)

2
6

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

現
在

で
も

不
足

し
て

い
る

現
在

は
充

足
も

が
、

将
来

的
（
2
0
2
5
年

）に
は

不
足

現
在

も
将

来
（2

0
2
5
年

）
に

も
充

足

デ
ー

タ
等

が
不

十
分

で
わ

か
ら

な
い

評
価

を
し

て
い

な
い

特
別

区
型

保
健

所
政

令
市

・
中

核
市

型
指

定
都

市
型

都
道

府
県

型

（
％

）

県
型

、
中

核
市

は
現

在
不

足
、

指
定

都
市

は
将

来
に

不
足

。
特

別
区

は
評

価
し

て
い

な
い

が
5
0
％

強
。

1
(4

)①
検

討
し

て
い

る
解

決
策

2
7

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

診
療

所
に

従
来

型
の

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
に

な

る
よ

う
に

促
す

診
療

所
に

機
能

強
化

型
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

に

な
る

よ
う

に
促

す

病
院

に
在

宅
療

養
支

援
病

院
等

に
な

っ
て

訪
問

診

療
を

す
る

よ
う

促
す

そ
の

他

特
別

区
型

保
健

所
政

令
市

・
中

核
市

型
指

定
都

市
型

都
道

府
県

型

＜
そ

の
他

＞
・
訪

問
診

療
医

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
の

た
め

の
市

町
支

援
・
病

院
後

方
支

援
体

制
の

し
く
み

づ
く
り

・
IC

T
を

活
用

し
た

在
宅

支
援

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
複

数
主

治
医

制
・
解

決
策

を
提

示
す

る
こ

と
は

難
し

い
、

検
討

中
（
６

県
型

？
保

健
所

）

（
％

）

３
７

結
論

１
、

多
く
の

保
健

所
は

、
国

が
す

で
に

提
供

し
て

い
る

各
種

の
在

宅
医

療
に

関
わ

る
デ

ー
タ

を
知

ら
な

い
、

あ
る

い
は

、
知

っ
て

い
て

も
活

用
で

き
て

い
な

い
。

２
、

多
く
の

保
健

所
は

在
宅

医
療

の
現

状
を

あ
ま

り
把

握
し

て
い

な
い

。

３
、

一
部

の
保

健
所

で
は

、
在

宅
医

療
の

充
実

に
、

一
定

の
成

果
を

あ
げ

て
い

る
可

能
性

が
あ

る
。

４
，

都
道

府
県

の
医

療
計

画
の

多
く
に

在
宅

医
療

の
具

体
的

数
値

目
標

に
つ

い
て

記
載

が
あ

る
が

、
圏

域
計

画
で

の
具

体
的

数
値

目
標

は
わ

ず
か

で
あ

る
。

５
９
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病
床
機
能
の
転
換
に
つ
い
て

－
回
復
期
リ
ハ
病
棟
の
開
設
と
運
用
－

た
つ
の
市
医
監
兼
市
民
病
院
事
務
局
長

毛
利

好
孝

病
床

機
能

報
告

に
関

す
る
Q
＆

A

•
急
性
期
治
療
を
終
え
た
患
者
に
在
宅
復
帰
に
向
け

た
医
療
を
提
供
し
て
い
る
病
棟
で
あ
れ
ば
、
仮
に

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
し
て
い
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
回
復
期
機
能
を
選
択
し
て
差
し
支
え

な
い

•
回
復
期
機
能
を
選
択
し
た
病
棟
で
は

【
回
復
期
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料

】
ま
た
は

【
地

域
包
括
ケ
ア
病
棟
入
院
料

】
し
か
算
定
で
き
な
い

と
い
っ
た
制
限
は
な
く
、
病
床
機
能
の
選
択
と
診

療
報
酬
の
選
択
は
直
接
リ
ン
ク
す
る
も
の
で
は
な

い

回
復

期
病

床
の

役
割

と
は

•
急
性
期
治
療
を
終
え
た
患
者
に
在
宅
復
帰
に
向
け

た
適
切
か
つ
集
中
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

提
供
す
る

•
患
者
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、
適
切
な
退
院
先
の
選

択
肢
を
提
示
す
る

•
退
院
し
た
そ
の
日
か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で

き
る
よ
う
調
整
す
る

•
退
院
先
が
在
宅
系
の
場
合
、
医
療
に
つ
い
て
も
継

続
し
て
提
供
が
で
き
る
よ
う
調
整
す
る

診
療

報
酬

か
ら
み

た
回

復
期

病
床

入
院
基
本
料
か
ら
は
、
以
下
の
病
棟

(病
床
)が

回
復
期

に
該
当
す
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

•
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟

•
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟

(病
床

)

•
地
域
一
般
入
院
基
本
料

(旧
１
３
：
１
、
１
５
：
１

)

い
ず
れ
の
病
棟
も
入
院
期
間
の
制
限
が
な
い
か
、
あ
っ

て
も
急
性
期
病
棟
に
比
較
し
て
非
常
に
長
い
た
め
、
リ

ハ
ビ
リ
や
退
院
調
整
に
十
分
な
時
間
を
か
け
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
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病
院

診
療

所
合

計
H
2
5
推

計
H
3
7
推

計
H
5
2
推

計
H
3
7
差

分

高
度
急
性
期

1
,6
6
1

1
,6
6
1

8
6
3

8
8
8

8
3
0

▲
7
7
3

急
性

期
3
,1
2
9

3
3
0

3
,4
5
9

2
,3
8
0

2
,7
2
2

2
,6
4
4

▲
7
3
7

回
復

期
1
,0
5
9

1
4
2

1
,2
0
1

2
,2
8
9

2
,7
6
1

2
,7
4
2

1
,5
6
0

慢
性

期
2
,0
6
7

1
3
1

2
,1
9
8

2
,0
6
1

1
,8
6
6

1
,8
7
6

▲
3
3
2

休
棟
･無

回
答

3
2
4

1
2
8

4
5
2

▲
4
5
2

8
,2
4
0

7
3
1

8
,9
7
1

7
,5
9
3

8
,2
3
7

8
,0
9
2

▲
7
3
4

地
域
医
療
構
想
策
定
支
援
ツ
ー
ル
に
よ
る
必
要
病
床
数
の
推
計
に
基
づ
く
と
、

①
構
想
区
域
の
病
床
全
体
で

､
7
3
4
床
の
病
床
過
剰
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

②
回
復
期
病
床
が
、
１
，
５
６
０
床
大
幅
に
不
足
す
る
一
方
で
、
他
の
病
床

区
分
は
過
剰
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

許
可

病
床
数
と
必
要
病
床
数
推
計
の
比
較

(岡
山
県

南
西
部
)

平
均
在
院
日
数
と
有
床
診
療
所
の
病
床
稼
働
率
を
考
慮
し
て

試
算

し
た
結
果

・
可
能
な
範
囲
で
病
床
単
位
で
の
休
床
を
反
映

(
病
床
数
の
合
計
が
増
加

)
・
３
次
救
急
病
院
の
病
床
機
能
は
、
病
床
機
能
報
告
を
そ
の
ま
ま
計
上

・
療
養
病
床
は
、
す
べ
て
慢
性
期
と
し
て
計
上

・
急
性
期
と
し
て
の
報
告
の
う
ち
、
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
入
院
料
、
回
復
期

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
、
地
域
一
般
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る

病
床
は
回
復
期
へ
計
上

・
有
床
診
療
所
の
病
床
数
に
は
病
床
稼
働
率
を
反
映
、
療
養
病
床
以
外
の
病

床
は
平
均
在
院
日
数
で
各
機
能
区
分
へ
計
上

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

休
止
・
転
換

合
計

H
3
0
試
算

1
,7
4
6

2
,5
4
8
.4

1
,8
7
6
.2

2
,1
4
1
.8

3
0
2
.2

8
,3
1
2
.4

H
3
7
推
計

8
8
8

2
,7
2
2

2
,7
6
1

1
,8
6
6

8
,2
3
7

H
3
7
差
分

▲
8
5
8

1
7
3
.6

8
8
4
.8

▲
2
7
5
.8

▲
7
5
.4

診
療
報
酬
に
よ
る
区
分
分
け
で

実
感

に
近
い

数
字
と

な
っ
た

。

許
可

病
床
数
と
必
要
病
床
数
推
計
（試

算
）
の
比
較

回
復

期
病

床
に
関

す
る
S
W
O
T
分

析

S
t
r
e
n
g
t
h
s

W
e
a
k
n
e
s
s
e
s

・
病
床
稼
働
率
が
向
上
す
る

・
地
域
に
密
着
し
た
医
療
が
提
供

で
き
る

・
院
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る

こ
と
が
必
要

・
医
療
機
能
充
実
の
た
め
ス
タ
ッ

フ
の
確
保
が
必
要

O
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s

T
h
r
e
a
t
s

・
回
復
期
病
床
が
不
足
し
て
い
る

・
病
床
機
能
転
換
補
助
金
を
利
用

で
き
る

・
病
院
間
連
携
の
仕
組
み
が
必
要

・
い
ず
れ
は
回
復
期
病
床
も
過
剰

と
な
る

回
復

期
リ
ハ

病
棟

開
設

の
メ
リ
ッ
ト

•
平
均
在
院
日
数
の
縛
り
が
な
く
な
り
、
十
分
な
リ
ハ
ビ

リ
期
間
を
確
保

•
リ
ハ
職
を
始
め
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
充
実
に
よ
り
、
リ

ハ
ビ
リ
の
質
が
向
上

結
果
と
し
て
、
在
宅
復
帰
率
が
向
上

•
急
性
期
、
高
度
急
性
期
病
院
か
ら
回
復
期
患
者
の
受
入

が
可
能
に

•
家
族
、
親
戚
、
知
人
、
友
人
等
、
見
舞
客
の
増
加
に
よ

り
病
院
の
知
名
度
が
向
上

結
果
と
し
て
、
新
規
の
患
者
が
増
加
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回
復

期
リ
ハ

病
棟

の
入

院
期

間

※
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟

(
病
床
)
の
入
院
期
間
の
上
限
は
６
０
日

回
復

期
リ
ハ

病
棟

の
円

滑
な
運

用

•
他
院
か
ら
の
転
院
患
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
地

域
連
携
部
門
の
強
化
が
不
可
欠
。

•
入
院
相
談
票
が
届
い
た
段
階
で
、
入
院
期
間
と
退
院
先

に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
予
測
が
で
き
る
こ
と
が
必
要
。

•
特
に
在
宅
系
の
施
設
と
の
密
接
な
連
携
は
不
可
欠
。

•
施
設
系
で
は
、
退
院
後
の
リ
ハ
ビ
リ
も
考
慮
し
た
退
院

調
整
が
必
要
（
原
則
と
し
て
特
養
に
リ
ハ
ビ
リ
は
期
待

で
き
な
い

)｡

•
介
護
保
険
以
外
の
施
設
（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
自
立
支

援
施
設
）
に
つ
い
て
の
調
整
能
力
も
必
要
不
可
欠
。

中
播

磨
シ
ー
ム
レ
ス
ケ
ア
研

究
会

(2
0
06

～
)

姫
路
市
地
域
リ
ハ
支
援

セ
ン
タ
ー
(保

健
所

)、、
姫
路
市

医
師
会

中
播
磨
県
民
局

そ
の
他

姫
路
赤
十
字
病
院
、
姫
路
医
療
セ
ン
タ
ー
、
宍
粟
総
合
病
院

姫
路
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
、
姫
路
中
央
病
院
、
高
砂
市
民
病
院

製
鉄
記
念
広
畑
病
院
、
ツ
カ
ザ
キ
病
院
、
共
立
病
院
、
長
久
病

院
、
姫
路
聖
マ
リ
ア
病
院
、
赤
穂
中
央
病
院
、
赤
穂
市
民
病
院

急
性
期

１
３

石
川
病
院
、
入
江
病
院
、
八
家
病
院
、
ツ
カ
ザ
キ
記
念
病
院

広
畑
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
病
院
、
姫
路
田
中
病
院
、
赤
穂
中
央
病
院

城
南
多
胡
病
院
、
県
立
西
播
磨
総
合
リ
ハ
セ
ン
タ
ー
・
・
・

回
復
期

９

療
養
型

厚
生
病
院
、
中
谷
病
院
、
姫
路
第
一
病
院
、
国
富
胃
腸
病
院

姫
路
田
中
病
院
、
八
家
病
院
、
書
写
病
院
・
・
・

７

退
院

調
整

に
要

す
る
期

間

退
院
２
か
月
前

退
院
１
か
月
前

介 護 認 定 申 請

ケ ア マ ネ 契 約

○
家
族
に
挨
拶

ア
セ
ス
メ
ン
ト

・
面
談
(本
人
・
家
族
)

・
家
屋
調
査

拡 大 カ ン フ ァ レ ン ス

病
院
訪
問

土
日
、
夜
間

の
家
庭
訪
問

ケ
ア
プ
ラ
ン
原
案
作
成

利
⽤
予
定
全

て
の
事
業
所

と
調
整

最
低
２
週
間

退 院 前 訪 問

退 院

１
か
月
必
要

ケ
ア
プ
ラ
ン
決
定

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

医
療
情
報
の
確
認

予
後
説
明
の
確
認

A
D
Lの
具
体
的
内
容
確
認

⾒
積
り

理
由
書
作
成
！

退
院
時
情
報
提
供
書 サ ー ビ ス 開 始

認 定 ま で に 約 １ か 月
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回
復

期
リ
ハ

病
棟

開
設

で
の

課
題

•
急

性
期
病

院
か
ら
の

患
者
を

受
け
入
れ

る
た
め

前
方
連
携

の
強
化

•
院

内
急
性

期
か
ら
の

患
者
の

転
棟
を
促

進
す
る

た
め
に
院

内
で
の
回

復
期

機
能
の
認
知

向
上

•
回

復
期
は

急
性
期
に

比
較
し

て
、
医
療

レ
ベ
ル

が
劣
る
と

い
う
誤
っ

た
認
識

の
是
正

•
急

性
期
と

は
異
な
る

回
復
期

リ
ハ
ビ
リ

の
適
切

な
実
施

診
療

機
能

の
充

実

•
岡
山
大
学
病
院
ス
ペ
シ
ャ
ル
ニ
ー
ズ
歯
科
セ
ン
タ
ー
か

ら
非
常
勤
歯
科
医
師
の
派
遣

(同
時
に
非
常
勤
歯
科
衛

生
士
も
確
保

)

•
脳
血
管
疾
患
等

リ
ハ
の
充
実
の
た
め
に
、
脳
神
経
外
科

医
(常

勤
)、

言
語
聴
覚
士
の
確
保

•
褥
瘡
治
療
の
充
実
の
た
め
に
、
形
成
外
科
医

(非
常
勤

)
の
確
保

•
そ
の

他
、
高
齢
者
の
長
期
間
の
入
院
に
対
応
す
る
た
め

に
、
皮
膚
科
医
、
泌
尿
器
科
医
を
確
保
し
て
新
た
な
診

療
科
を
開
設

回
復

期
リ
ハ

病
棟

の
診

療
単

価

回
復
期
ﾘﾊ
ﾋﾞ
ﾘﾃ
ｰ
ｼｮ
ﾝ病

棟
入
院
料
１

2,
08
5点

体
制
強
化
加
算
１

20
0点

脳
血
管
疾
患
等
ﾘﾊ
ﾋﾞ
ﾘﾃ
ｰｼ
ｮ
ﾝ料

１
24
5点

×
６
単
位
ま
で

•
入
院
基
本
料
自
体
は
、
リ
ハ
ビ
リ
が
包
括
さ
れ
る
地
域
包

括
ケ
ア
病
床
よ
り
も
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

•
リ
ハ
ビ
リ
は
、
疾
患
別
リ
ハ
ビ
リ
の
施
設
基
準
に
よ
っ
て

算
定
さ
れ
る
。

•
１
日
当
た
り
の
平
均
単
価
を

30
,0
00
円
以
上
と
す
る
こ
と

は
難
し
く
な
く
、
最
高

37
,5
5
0円

ま
で
可
能
で
あ
る
。

回
リ
ハ

と
地

域
包

括
ケ
ア
病

床
の
比

較

共
通
点

•
平
均
リ
ハ
ビ
リ
提
供
単
位
の
下
限
設
定

•
在
宅
復
帰
率
の
下
限
設
定

•
入
院
日
数
の
上
限
設
定

相
違
点

•
入
院
基
本
料
に
リ
ハ
ビ
リ
が
包
括
さ
れ
て
い
る
か

•
リ
ハ
ビ
リ
の
実
績
指
数
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
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回
リ
ハ

と
地

域
包

括
ケ
ア
病

床
の
違

い

•
地
域
包
括
ケ
ア
病
床
で
は
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
改
善
が
明
確
で

退
院
調
整
が
困
難
で
な
い
患
者
で
な
け
れ
ば
、

60
日
以

内
の
入
院
で
在
宅
復
帰
を
見
込
む
こ
と
が
難
し
い
。

•
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
回
復
に
時
間
の
か
か
る
脳
血
管
疾
患
に
は
、

6
0日

の
入
院
期
間
で
は
、
十
分
な
機
能
回
復
が
得
ら
れ

な
い
。

•
元
々
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
良
く
な
い
廃
用
症
候
群
の
患
者
の
場
合
、

十
分
な
リ
ハ
ビ
リ
と
退
院
調
整
を
行
う
に
は

90
日
程
度

の
期
間
が
必
要
で
あ
る
。

•
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
で
は
、
リ
ハ
ビ
リ
が
出
来
高
算
定

で
き
な
い
。

回
ﾘ
ﾊ
へ

の
地

域
包

括
ｹ
ｱ
病

床
設

置
の
ﾒ
ﾘ
ｯ
ﾄ

•
回
復
期
リ
ハ
病
棟

(２
以
上

)と
地
域
包
括
ケ
ア
病
床
は
、

い
ず
れ
も

13
対
１
で
看
護
職
の
配
置
が
単
純
化
で
き
る
。

•
回
リ
ハ
病
棟
へ
の
設
置
に
よ
っ
て
、
一
つ
の

病
棟

で
あ

ら
ゆ
る
疾
患
の
回
復
期
リ
ハ
に
対
応
す
る
こ
と
が
出
来

る
。

•
回
復
期
リ
ハ
病
棟
は
、
リ
ハ
ビ
リ
の
専
門
病
棟
で
あ
る

た
め
、
質
の
高
い
リ
ハ
ビ
リ
提
供
が
期
待
で
き
る
。

•
患
者
に
と
っ
て
は
適
切
な
リ
ハ
ビ
リ
と
退
院
調
整
を
、

病
院
に
と
っ
て
も
適
切
な
収
益
を
得
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。

回
復

期
リ
ハ

病
棟

の
今

後

•
大

腿
骨
頸

部
骨
折
後

の
回
復

期
リ
ハ
ビ

リ
は
、

地
域
包
括

ケ
ア
病
床

で
行
う

こ
と
が
一

般
的
と

な
っ
て
い

る
。

•
回

復
期
病

床
は
増
加

し
て
い

る
が
、
今

後
は
質

の
向
上
が

急
務
と
な

っ
て
い

る
。

•
地

域
医
療

構
想
の
と

お
り
、

当
面
は
回

復
期
病

床
の
需
要

は
増
加
が

見
込
ま

れ
る
。

•
い

ず
れ
は

、
後
期
高

齢
者
人

口
の
減
少

に
と
も

な
っ
て
、

回
復
期
リ

ハ
の
需

要
も
減
少

す
る
。
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令和2年3月3日

開会挨拶　　　　逢　坂　悟　郎（全国衛生行政研究会会長）
i・i‥　　　　　　　　　　　　　　　－－　　　i－・iii　　　　　　　二　　　　　　　一　　　i i　　・i　－　　　　　　　　i i　　　・　i　　・

I　地域包括ケアシステム構築と蝶理保健所の「師丁村支援について

9：30－9：40

9：40－12：30

9：40－10：30

10：30－12：30

10：30－1日00

11：00－11：30

11：30－12：00

12：00－12：30

12：30－13：30

1　基調講演

講　　　師：込　山　愛　郎（厚生労働省保険局竜齢者医療課課長）

2　パネルディスカッション

座　　　長：毛　利　好　学（全問衛生行政研究会運営委員）

の大阪府大東市における地域包括ケア構築

逢∴坂　伸　子（大東市地方余生周桑保健　康郡高光介護室）

㊥愛知県豊明市における地域包括ケア構築

松　本　小　牧（豊明市健康長寿謀）

i⑤県型保健所による市町村の地域包括ケア構築支援

蓬　三友　情　郎（兵庫県庁皮保健所所長）

（／4）パネルディスカッション

休憩

13：30－16：20 Ⅱ　児童虐待への対応　一母子保健事業の充実・強化

13：30－14：20

14：20－16：20

14：20－14：50

14：50－15：20

15：20－15：50

15：50－16：20

16：20－16：30

1　基調講演

講　　　師：知　念∴希∴粗目厚生萄騨告／－とも五重后告l子菊拙三三紳≡）

2　パネルディスカッション

座　　　長：毛　利　好　学（全国衛宰＿i頂柵究余連声杏土日

iJ中核市保健所における母子保健事業の充実・強化

江　本　典　子　雄／静市保健所健康語長）

i〔21児童相談所を設置する中核市での母子保健事業の進め方

越　山∴増∴忠ii、金／圧印則鮎世＿lJi局長j

i：sj県空耳呆健所における市町村母子保健事業の支援

’．■　　丹∴羽∴貴∴仕（順車庫弔農付加iF確度増庫描ilシ）

亘／パネルディスカッション

閉会挨拶　　　　逢　坂　悟　郎（全国衛生行政研莞会会長／：i

率ノIIグウノ））、」否「信二ノ坐iUij、iii　ノ、′＿十、二、ゞ十よっ
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